
  IEC60950　第２版　－　IEC60950　第３版　対比表

Ver.1.00

２０００年（平成１２年）５月

（社)日本電子工業振興協会　

情報処理機器安全技術専門委員会



  ま　え　が　き

１９９１年にＩＥＣ６０９５０（第２版）が発行され修正１から４の経過を経て１９９９年にＩＥＣ６０９５０（第３版）

が発行された。

ＩＥＣ６０９５０（第３版）への改版に伴い項番の移動，削除，追加あるいは新規要求事項の追加と大幅な変更が行われた。

そこで情報処理機器安全技術専門員会として対比表の作成を行った。

この対比表は、ＩＥＣ６０９５０第２版とＩＥＣ６０９５０第３版の項目ごとの違いをまとめ、簡単な説明を加えたもので

ある。

また、この対比表は ＩＥＣ６０９５０の第２版（第２版+修正１から４）と第３版間での要求事項の移り変わりを明確にし、

ＩＥＣ６０９５０第２版を理解している設計者，安全規格技術者が製品を設計，評価する際に ＩＥＣ６０９５０第３版の

要求事項を容易に理解するための道具として使用されることを意図した。

本　表　の　見　方

1.本表の項番及び項目名は，IEC60950（第２版+修正１から４）及び第３版の項番，項目名を示す。

2.本表で使用している記号は，以下の意味を表し相違の欄に記載している。
＝； 技術的内容は同等、もしくは項番変更のみ。
△； 技術上の差異あり。
○； 新規追加された要求事項
×； 要求削除

空欄； 項目名のみで要求事項がない。

3.注記の欄に２版と３版の相違の概要を記載している。
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０-１章　対比表 ＝ 技術的内容は同等、もしくは項番変更のみ。

△ 技術上の差異あり。
○ 新規追加された要求事項
× 要求削除

空欄 項目名のみで要求事項がない。
IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名

序論 序論 項目名のみ。
0 安全性の原則 ○ ２版の序文の内容に対し、項番を追加。安全性の原則

のなかには動作・機能を含まないことが明記された。
0.1 安全性の一般原則 △ ２版の序文の内容に対し、項番を追加及び内容を一部

変更。通常操作状態のみでなく故障、誤操作、耐環境
性についても考慮が必要であることが明記された。

0.2 危険 ＝ ２版の序文の内容に対し、項番を追加。また、熱的危
険と機械的危険を分けて記述された。

0.2.1 感電 ＝ ２版の序文の内容に対し、項番を追加。また、危険発
生例とその対策例が追加された。

0.2.2 エネルギ－関連による危険 ＝ ２版の序文の内容に対し、項番を追加。また、危険発
生例とその対策例が追加された。

0.2.3 火災 ＝ ２版の序文の内容に対し、項番を追加。また、危険発
生例とその対策例が追加された。

0.2.4 熱関連による危険 ＝ ２版の序文の内容に対し、項番を追加。また、危険発
生例とその対策例が追加された。

0.2.5 機械的危険 ＝ ２版の序文の内容に対し、項番を追加。また、危険発
生例とその対策例を追加された。

0.2.6 放射 ＝ ２版の序文の内容に対し、項番を追加。また、危険発
生例とその対策例を追加された。

0.2.7 化学的危険 ＝ ２版の序文の内容に対し、項番を追加。また、危険発
生例とその対策例を追加された。

0.3 材料とコンポーネント △ ２版の序文の内容に対し、項番を追加及び内容を一部
変更。２版では材料のみであったが、部品の通常操
作、異常操作に対する要求事項が追加された。

1 総則 1 総則 項目名のみ。
1.1 適用範囲 1.1 適用範囲 項目名のみ。
1.1.1 この規格の対象となる機器 1.1.1 この規格の対象となる機器 △ 交流電源を通信手段としている場合の適用を追加。
1.1.2 追加の要求事項 1.1.2 追加の要求事項 △ IEC664過渡過電圧区分Ⅱを削除。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
1.1.3 適用除外 1.1.3 適用除外 △ ３版でISO216で規定している印刷機器を削除。
1.2 定義 1.2 定義 △ 用語の追加・削除有り。
1.2.1 機器の電気的定格 1.2.1 機器の電気的定格 項目名のみ。
1.2.1.1 定格電圧 1.2.1.1 定格電圧 ＝
1.2.1.2 定格電圧範囲 1.2.1.2 定格電圧範囲 ＝
1.2.1.3 定格電流 1.2.1.3 定格電流 ＝
1.2.1.4 定格周波数 1.2.1.4 定格周波数 ＝
1.2.1.5 定格周波数範囲 1.2.1.5 定格周波数範囲 ＝
1.2.2 動作条件 1.2.2 動作条件 項目名のみ。
1.2.2.1 通常負荷 1.2.2.1 通常負荷 ＝
1.2.2.2 定格運転時間 1.2.2.2 定格運転時間 ＝
1.2.2.3 連続動作 1.2.2.3 連続動作 ＝
1.2.2.4 短時間動作 1.2.2.4 短時間動作 ＝
1.2.2.5 間欠動作 1.2.2.5 間欠動作 ＝
1.2.3 機器の移動性 1.2.3 機器の移動性 項目名のみ。
1.2.3.1 可動型機器 1.2.3.1 可動型機器 ＝
1.2.3.2 手持型機器 1.2.3.2 手持型機器 ＝
1.2.3.3 据置型機器 ＝ ３版1.2.3.4項へ移動。

1.2.3.3 可搬型機器 ○ 新規用語定義。概要：通常使用者によって持ち運ばれ
る可般型機器。例として、ラップトップコンピュー
タ、ペン入力タブレット型コンピュータ、及びプリン
タ、ＣＤ－ＲＯＭのような可般（携帯）型アクセサリ
等を指す。

1.2.3.4 固定型機器 ＝ ３版1.2.3.4項へ移動。固定型・据置型の２種類の機器
は、３版では、据置型機器と１つに統一された。

1.2.3.4 据置型機器 ＝ ２版1.2.3.3項より移動。２版1.2.3.4項の固定型機器も本
項が適応される。

1.2.3.5 組込型機器 1.2.3.5 組込型機器 ＝
1.2.3.6 ダイレクトプラグイン機器 1.2.3.6 ダイレクトプラグイン機器 ＝
1.2.4 機器のクラス－感電保護 1.2.4 機器のクラス－感電保護 項目名のみ。３版では、機器の分類に関する注記が追

加。
1.2.4.1 クラスⅠ機器 1.2.4.1 クラスⅠ機器 △ ２版の注2が、3版で削除。
1.2.4.2 クラスⅡ機器 1.2.4.2 クラスⅡ機器 △ ２版の注1,2が、3版で削除。
1.2.4.3 クラスⅢ機器 1.2.4.3 クラスⅢ機器 △ 「クラスⅢ機器は, 感電保護は不要だが、その他の全て

の要求事項は適用になる」との注記が追加された。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
1.2.5 電源接続 1.2.5 電源接続 項目名のみ。
1.2.5.1 タイプAプラグ接続型機器 1.2.5.1 タイプAプラグ接続型機器 ＝
1.2.5.2 タイプBプラグ接続型機器 1.2.5.2 タイプBプラグ接続型機器 ＝
1.2.5.3 恒久接続機器 1.2.5.3 恒久接続機器 ＝
1.2.5.4 着脱式電源コ－ド 1.2.5.4 着脱式電源コ－ド ＝
1.2.5.5 非着脱式電源コ－ド 1.2.5.5 非着脱式電源コ－ド ＝
1.2.6 エンクロージャ 1.2.6 エンクロージャ 項目名のみ。
1.2.6.1 エンクロージャ 1.2.6.1 エンクロージャ △ 「異なった用途のエンクロージャを重ねて使用しても

良いし、一つのエンクロージャを多数の目的のエンク
ロージャとして用いても良い」が注記が追加された。

1.2.6.2 防火エンクロージャ 1.2.6.2 防火エンクロージャ ＝
1.2.6.3 機械的エンクロージャ 1.2.6.3 機械的エンクロージャ ＝
1.2.6.4 電気的エンクロージャ 1.2.6.4 電気的エンクロージャ △ 「TNV回路への接触を防止する」が追加された。
1.2.6.5 装飾部分 1.2.6.5 装飾部分 ＝
1.2.7 アクセス可能性 1.2.7 アクセス可能性 項目名のみ。
1.2.7.1 操作者アクセスエリア 1.2.7.1 操作者アクセスエリア ＝
1.2.7.2 保守者アクセスエリア 1.2.7.2 保守者アクセスエリア ＝
1.2.7.3 アクセス制限場所 1.2.7.3 アクセス制限場所 ＝
1.2.7.4 工具 1.2.7.4 工具 ＝
1.2.7.5 器体 1.2.7.5 器体 ＝
1.2.7.6 安全インタ－ロック 1.2.7.6 安全インタ－ロック ＝
1.2.8 回路及び回路特性 1.2.8 回路及び回路特性 項目名のみ。
1.2.8.1 一次回路 ＝ ３版1.2.8.2項へ移動。

1.2.8.1 交流主電源 ○ 新規用語定義。概要：電力を機器に供給する外部交流
電力配電システムを言う。交流電源は、公共電源及び
私設供給電源のいずれも含んでおり、３版において特
に規程を定めている場合（例：1.4.5項）を除き、電動
発電機、遮断不可電源等の電源と等価である。

1.2.8.2 二次回路 ＝ ３版1.2.8.3項へ移動。
1.2.8.2 一次回路 ＝ ２版1.2.8.1項より移動。３版1.2.11.6項に規定されている

相互接続ケ－ブルの導電部分は一次回路と見なす旨の
注釈が追加された。

1.2.8.3 危険電圧 ＝ ３版1.2.8.4項へ移動。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名

1.2.8.3 二次回路 ＝ ２版1.2.8.2項より移動。３版1.2.11.6項に規定されている
相互接続ケ－ブルの導電部分は二次回路と見なす旨の
注釈が追加された。

1.2.8.4 ＥＬＶ回路 ＝ ３版1.2.8.5項へ移動。
1.2.8.4 危険電圧 ＝ ２版1.2.8.3項より移動。

1.2.8.5 ＳＥＬＶ回路 ＝ ３版1.2.8.6項へ移動。
1.2.8.5 ＥＬＶ回路 ＝ ２版1.2.8.4項より移動。

1.2.8.6 制限電流回路 ＝ ３版1.2.8.7項へ移動。
1.2.8.6 ＳＥＬＶ回路 ＝ ２版1.2.8.5項より移動。注2の記載のIEC368がIEC61140

に変更されたが、本規格のSELVに対する要求がIEC368
や、IEC61140とは異なると記述されているのもであ
り、２版と３版の技術的な内容が異なるものではな
い。

1.2.8.7 危険エネルギ－レベル ＝ ３版1.2.8.8項へ移動。
1.2.8.7 制限電流回路 ＝ ２版1.2.8.6項より移動。

1.2.8.8 ＴＮＶ回路 ＝ ３版1.2.8.9項へ移動。
1.2.8.8 危険エネルギ－レベル ＝ ２版1.2.8.7項より移動。

1.2.8.9 ＴＮＶ－１回路 ＝ ３版1.2.8.10項へ移動。
1.2.8.9 ＴＮＶ回路 ＝ ２版1.2.8.8項より移動。２版付属書V項の表V.1（ＳＥＬ

Ｖ回路とＴＮＶ回路の電圧範囲）が本項に包含され
た。

1.2.8.10 ＴＮＶ－２回路 ＝ ３版1.2.8.11項へ移動。
1.2.8.10 ＴＮＶ－１回路 ＝ ２版1.2.8.9項より移動。

1.2.8.11 ＴＮＶ－３回路 ＝ ３版1.2.8.12項へ移動。
1.2.8.11 ＴＮＶ－２回路 ＝ ２版1.2.8.10項より移動。
1.2.8.12 ＴＮＶ－３回路 ＝ ２版1.2.8.11項より移動。

1.2.9 絶縁 1.2.9 絶縁 項目名のみ。
1.2.9.1 機能絶縁 1.2.9.1 機能絶縁 ＝
1.2.9.2 基礎絶縁 1.2.9.2 基礎絶縁 ＝
1.2.9.3 付加絶縁 1.2.9.3 付加絶縁 ＝
1.2.9.4 二重絶縁 1.2.9.4 二重絶縁 ＝
1.2.9.5 強化絶縁 1.2.9.5 強化絶縁 ＝
1.2.9.6 動作電圧 1.2.9.6 動作電圧 ＝ 「注:2.2.7項参照」が削除。
1.2.9.7 削除 削除
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名

1.2.9.7 ピーク動作電圧 ○ 新規用語定義。概要：機器内部で繰り返し発生する
ピーク電圧は含むが、外部からの一時的な現象は含ま
ない。

1.2.9.8 要求耐電圧 ○ 新規用語定義。概要：絶縁が耐える事を要求される
ピーク電圧値を言う。

1.2.9.9 主電源過渡電圧 ○ 新規用語定義。概要：交流主電源に現れる過渡的な現
象によって、機器の電源入力部に予測される最大ピー
ク電圧を言う。

1.2.9.10 電気通信網過渡電圧 ○ 新規用語定義。概要：通信回路網の過渡的な現象に
よって機器の通信回線網への接続点に予測される最大
ピーク電圧を言う。

1.2.10 沿面距離及び空間距離 1.2.10 空間距離及び沿面距離 項目名変更。
1.2.10.1 沿面距離 ＝ ３版1.2.10.2項へ移動。

1.2.10.1 空間距離 ＝ ２版1.2.10.2項より移動。
1.2.10.2 空間距離 ＝ ３版1.2.10.1項へ移動。

1.2.10.2 沿面距離 ＝ ２版1.2.10.1項より移動。
1.2.10.3 境界表面 1.2.10.3 境界表面 ＝
1.2.11 コンポーネント 1.2.11 コンポーネント 項目名のみ。
1.2.11.1 削除 削除

1.2.11.1 サーモスタット ＝ ２版1.2.11.2項より移動。
1.2.11.2 サーモスタット ＝ ３版1.2.11.1項へ移動。

1.2.11.2 温度制限器 ＝ ２版1.2.11.3項より移動。
1.2.11.3 温度制限器 ＝ ３版1.2.11.2項へ移動。

1.2.11.3 温度過昇防止器 ＝ ２版1.2.11.4項より移動。
1.2.11.4 温度過昇防止器 ＝ ３版1.2.11.3項へ移動。

1.2.11.4 自動復帰型温度過昇防止器 ＝ ２版1.2.11.5項より移動。
1.2.11.5 自動復帰型温度過昇防止器 ＝ ３版1.2.11.4項へ移動。

1.2.11.5 手動復帰型温度過昇防止器 ＝ ２版1.2.11.6項より移動。
1.2.11.6 手動復帰型温度過昇防止器 ＝ ３版1.2.11.5項へ移動。

1.2.11.6 相互接続ケーブル ＝ ２版1.2.11.7項より移動。
1.2.11.7 相互接続ケーブル ＝ ３版1.2.11.6項へ移動。
1.2.12 電力供給 ３版付属書V項へ移動。項目名のみ、また、項目名変

更。
1.2.12.1 ＴＮ電源システム △ ３版付属書V.2項へ移動。
1.2.12.2 ＴＴ電源システム △ ３版付属書V.3項へ移動。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
1.2.12.3 ＩＴ電源システム △ ３版付属書V.4項へ移動。

1.2.12 燃焼性 ２版1.2.13項より移動。項目名のみ。
1.2.12.1 材料の難燃性区分 ＝ ２版1.2.13.1項より移動。
1.2.12.2 Ｖ－０材 △ ２版1.2.13.2項より移動。但し附属書A.6の適合基準が若

干異なる。
1.2.12.3 Ｖ－１材 △ ２版1.2.13.3項より移動。但し附属書A.6の適合基準が若

干異なる。
1.2.12.4 Ｖ－２材 △ ２版1.2.13.4項より移動。但し附属書A.6の適合基準が若

干異なる。
1.2.12.5 ５Ｖ材 ＝ ２版1.2.13.5項より移動。付属書A.9項は、IEC707又はそ

の他代替方法を含める改正により削除される可能性が
ある旨の注釈が削除された。

1.2.12.6 ＨＦ－１発泡材 ＝ ２版1.2.13.6項より移動。
1.2.12.7 ＨＦ－２発泡材 ＝ ２版1.2.13.7項より移動。
1.2.12.8 ＨＢ材 ＝ ２版1.2.13.8項より移動。
1.2.12.9 ＨＢＦ発泡材 ＝ ２版1.2.13.9項より移動。
1.2.12.10 爆発限界点 ＝ ２版1.2.13.10項より移動。

1.2.13 燃焼性 ３版1.2.12項へ移動。項目名のみ。
1.2.13.1 材料の難燃性区分 ＝ ３版1.2.12.1項へ移動。
1.2.13.2 Ｖ－０材 △ ３版1.2.12.2項へ移動。但し附属書A.6の適合基準が若干

異なる。
1.2.13.3 Ｖ－１材 △ ３版1.2.12.3項へ移動。但し附属書A.6の適合基準が若干

異なる。
1.2.13.4 Ｖ－２材 △ ３版1.2.12.4項へ移動。但し附属書A.6の適合基準が若干

異なる。
1.2.13.5 ５Ｖ材 ＝ ３版1.2.12.5項へ移動。
1.2.13.6 ＨＦ－１発泡材 ＝ ３版1.2.12.6項へ移動。
1.2.13.7 ＨＦ－２発泡材 ＝ ３版1.2.12.7項へ移動。
1.2.13.8 ＨＢ材 ＝ ３版1.2.12.8項へ移動。
1.2.13.9 ＨＢＦ発泡材 ＝ ３版1.2.12.9項へ移動。
1.2.13.10 爆発限界点 ＝ ３版1.2.12.10項へ移動。

1.2.13 その他 ２版1.2.14項より移動。項目名のみ。
1.2.13.1 型式試験 ＝ ２版1.2.14.1項より移動。
1.2.13.2 抜取試験 ○ 新規用語定義。概要：製品ロットから無作為に抽出し

た一定数の試験品に対して行う試験を言う。
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項番 項目名 項番 項目名

1.2.13.3 ルーチン試験 ＝ ２版1.2.14.2項より移動。
1.2.13.4 直流電圧 ＝ ２版1.2.14.3項より移動。
1.2.13.5 保守者 ＝ ２版1.2.14.4項より移動。
1.2.13.6 使用者 ＝ ２版1.2.14.6項より移動。
1.2.13.7 操作者 ＝ ２版1.2.14.5項より移動。
1.2.13.8 電気通信網 ＝ ２版1.2.14.7項より移動。
1.2.13.9 機能接地 ○ 新規用語定義。概要：機器又は装置において、安全以

外の目的で必要な接地点を言う。
1.2.13.10 保護接地導体 ○ 新規用語定義。概要：機器の主保護接地点と建造物の

設備接地点を結ぶための建造物の設備配線又は電源供
給コードの導体を言う。

1.2.13.11 保護ボンディング導体 ○ 新規用語定義。概要：安全のために接地が必要な機器
の一部に主保護接地端子を繋ぐ機器内部の導体又は導
電部品の組み合わせを言う。

1.2.13.12 タッチカレント ○ 新規用語定義。概要：２つの接触可能な部品又は１つ
以上の接触可能な部品とアースを同時に接触した時に
人体に流れる電流を言う。　２版アース漏洩電流試験
評価に代わる評価である。但し試験方法、試験回路な
ど、評価の内容は若干異なる。

1.2.13.13 保護導体電流 ○ 新規用語定義。概要：通常動作状態の下で保護接地線
を流れる電流を言う。　２版アース漏洩電流試験評価
に代わる評価である。タッチカレントが3.5mAを超えた
場合に適用される。

1.2.14 その他 ３版1.2.13項へ移動。項目名のみ。
1.2.14.1 型式試験 ＝ ３版1.2.13.1項へ移動。
1.2.14.2 ルーチン試験 ＝ ３版1.2.13.3項へ移動。
1.2.14.3 直流電圧 ＝ ３版1.2.13.4項へ移動。
1.2.14.4 保守者 ＝ ３版1.2.13.5項へ移動。
1.2.14.5 操作者 ＝ ３版1.2.13.7項へ移動。
1.2.14.6 使用者 ＝ ３版1.2.13.6項へ移動。
1.2.14.7 電気通信網 ＝ ３版1.2.13.8項へ移動。
1.2.14.8 削除 削除
1.3 一般要求事項 1.3 一般要求事項 項目名のみ。
1.3.1 （タイトル無し） ＝ ３版1.3.2項へ移動。また、注１、２は、３版1.3.4項へ

移動。
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項番 項目名 項番 項目名

1.3.1 要求事項の適用 ○ 新規追加要求。概要：３版1.3項から1.3.9項を適用する
場合の基本的な概念が明記された。

1.3.2 （タイトル無し） ＝ ３版1.7.2項の「安全性に関する指示」に包含された。
1.3.2 機器の設計及び構造 ＝ ２版1.3.1項（注１、２除く）より移動。

1.3.3 （タイトル無し） × 削除。
1.3.3 電源電圧 ○ 新規追加要求。概要：設計範囲内のいかなる電源電圧

を機器に印可しても、安全性が損なわれない構造であ
ること。

1.3.4 特別に規定しない機器 ＝ ２版1.3.1項（注１、２のみ）より移動。項目名新設。
1.3.5 等価な材料 ＝ ２版1.4.14項より移動。
1.3.6 輸送、使用の間の置かれ方 ○ 新規追加要求。概要：機器の姿勢によって、要求事項

の適用又は試験結果に大きな差が出ることが考えられ
る場合は、設置指示書・取り扱い説明書で認められた
あらゆる姿勢で適合性を調べること。また、｢可搬型機
器｣の場合は、持運び、使用時を考慮した姿勢で適合性
を調べること。

1.3.7 基準の選択 ○ 新規追加要求。概略：判定基準、試験条件を選択でき
る場合は、製造者が選択したものを適用できる。

1.3.8 規格における例 ○ 新規追加要求。概略：　本規格内で｢e.g.｣又は｢such as｣
で始まる記述のもとに、機器、部品、構造体系、設計
技術及び故障の事例を掲げている場合でも、例示事例
以外が除外されることはない。

1.3.9 導電性を持つ液体 ＝ ２版1.4.10項より移動。
1.4 試験に関する一般条件 1.4 試験に関する一般条件 項目名のみ。
1.4.1 （タイトル無し） 1.4.1 試験の適用 ＝ 項目名追加。
1.4.2 （タイトル無し） 1.4.2 型式試験 ＝ 項目名追加。
1.4.3 （タイトル無し） 1.4.3 試験サンプル ＝ 項目名追加。
1.4.4 （タイトル無し） 1.4.4 試験のための操作条件 ＝ 項目名追加。
1.4.5 （タイトル無し） 1.4.5 試験のための電源電圧 ＝ 項目名追加。２版1.6.5項が包含された。
1.4.6 （タイトル無し） 1.4.6 試験のための電源周波数 ＝ 項目名追加。
1.4.7 （タイトル無し） ＝ ３版1.4.12項へ移動。

1.4.7 電気計測器 ＝ ２版1.4.11項より移動。項目名追加。
1.4.8 （タイトル無し） ＝ ３版1.4.13項へ移動。

1.4.8 正常動作電圧 ○ 新規追加要求。概要：ＥＬＶ、ＳＥＬＶ、ＴＮＶ回路
の電圧の測定条件が規定された。
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項番 項目名 項番 項目名
1.4.9 （タイトル無し） ＝ ３版1.4.10項へ移動。

1.4.9 アース間電圧測定 △ ２版1.4.13項より移動。意図して接地しない回路の測定
方法が規定された。

1.4.10 導電性を持つ液体 ＝ ３版1.3.9項へ移動。
1.4.10 供試機器の負荷構成 ＝ ２版1.4.9項より移動。項目名追加。

1.4.11 電気計測器 ＝ ３版1.4.7項へ移動。
1.4.11 通信網からの電源 ○ 新規追加要求。概要：通信網から利用できる電力は、

１５ＶＡ以内に制限されているとみなす。
1.4.12 擬似故障及び異常状態 △ ３版1.4.14項へ移動。

1.4.12 温度測定条件 ＝ ２版1.4.7項より移動。項目名追加。
1.4.13 アース間電圧測定 △ ３版1.4.9項へ移動。

1.4.13 温度測定方法 ＝ ２版1.4.8項より移動。項目名追加。
1.4.14 等価な材料 ＝ ３版1.3.5項へ移動。

1.4.14 擬似故障及び異常状態 △ ２版1.4.12項より移動。疑似故障及び異常動作状態を模
擬する場合、また、絶縁物又は部品の一故障が生じた
状態に指定がある場合の試験条件が追加された。

1.5 コンポーネント 1.5 コンポーネント 項目名のみ。
1.5.1 一般 1.5.1 一般 ＝
1.5.2 コンポーネントの評価及び

試験
1.5.2 コンポーネントの評価及び試験 ＝ 但し、３版では、温度調節器の要求が1.5.3項に小分け

された。
1.5.3 変圧器 ＝ ３版1.5.4項へ移動。

1.5.3 温度調節器 ＝ 温度調節器の要求のみ、２版1.5.2より移動。項目名新
設。

1.5.4 高電圧部品 ＝ ３版4.7.3.6項へ移動。
1.5.4 変圧器 ＝ ２版1.5.3項より移動。

1.5.5 相互接続ケーブル 1.5.5 相互接続ケーブル ＝
1.5.6 電源用コンデンサ 1.5.6 一次回路に接続するコンデンサ △ IEC60384-14:1981に適合するコンデンサの使用は認めら

れない。又、｢一次回路」と「保護接地」間に使用する
コンデンサに対しての要求が追加された。

1.5.7 部品で橋絡した二重絶縁又は強
化絶縁

＝ ２版2.2.8項より移動。判定方法が追加された。

1.5.7.1 橋絡コンデンサ △ ２版2.2.8.1項より移動。IEC60384-14:1981に適合するク
ラスＵ又はＹコンデンサの使用は認められない。

1.5.7.2 橋絡抵抗 ＝ ２版2.2.8.2項より移動。
1.5.7.3 接近出来る部分 ＝ ２版2.2.8.3項より移動。
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項番 項目名 項番 項目名

1.5.8 IT電源システムに関する機器内
部品

△ ２版1.6.4項より移動。IEC384-14:1981に適合するコンデ
ンサの使用は認められない。

1.6 電源インターフェイス 1.6 電源インターフェイス 項目名のみ。
1.6.1 入力電流 ＝ ３版1.6.2項へ移動。

1.6.1 ＡＣ電源分配システム ○ 新規追加要求。概要：ＡＣ電源分配システムは、Ｔ
Ｎ、ＴＴ又はＩＴに分類する。また、オーストラリア
では、ＴＮ－Ｓとその他のシステムが適応される旨の
注釈が規定された。

1.6.2 手持型機器の電圧限度 ＝ ３版1.6.3項へ移動。
1.6.2 入力電流 ＝ ２版1.6.1項より移動。

1.6.3 中性線 ＝ ３版1.6.4項へ移動。
1.6.3 手持型機器の電圧限度 ＝ ２版1.6.2項より移動。判定方法が追加された。

1.6.4 ＩＴ電源システムに関する
機器内部品

△ ３版1.5.8項へ移動。

1.6.4 中性線 ＝ ２版1.6.3項より移動。判定方法が追加された。
1.6.5 電源電圧の許容差 ＝ ３版1.4.5項へ移動（包含）。
1.7 表示及び取り扱い説明書 1.7 表示及び取り扱い説明書 ○ ２版は項目名のみだが、３版は機器表示及び取り扱い

説明書の追加要求事項として、関連する項番及び項目
名が追記された。

1.7.1 電源定格 1.7.1 電源定格 ＝
1.7.2 安全性に関する指示 1.7.2 安全性に関する指示 ＝
1.7.3 短時間繰り返し運転 1.7.3 短時間繰り返し運転 ＝
1.7.4 電源電圧調整 1.7.4 電源電圧調整 ＝
1.7.5 電源アウトレット 1.7.5 機器の電源供給用コンセント ＝ 項目名変更。
1.7.6 ヒューズ 1.7.6 ヒューズの識別 △ 項目名変更。保守者に対する警告は、2.7.6項を参照す

る旨の注釈が追加された。
1.7.7 配線用端子 1.7.7 配線用端子 ＝ 項目名のみとなり、要求内容は、1.7.7.1項及び1.7.7.2項

に小分けされた。
1.7.7.1 保護設置端子 1.7.7.1 保護接地とボンディング端子 ＝ 項目名変更。
1.7.7.2 外部一次電源導体配線用端 1.7.7.2 ＡＣ主電源導体用端子 ＝ 項目名変更。
1.7.8 制御器及び指示器 1.7.8 制御器及び指示器 ＝
1.7.8.1 （タイトル無し） 1.7.8.1 識別、配置及び表示 ＝ 項目名追加。２版1.7.8.5項が本項に包含された。
1.7.8.2 （タイトル無し） 1.7.8.2 色 ＝ 項目名追加。
1.7.8.3 （タイトル無し） 1.7.8.3 記号 △ 項目名追加。記号○、 Ｉ を２次電源スイッチに使用す

ることを認めた。
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項番 項目名 項番 項目名
1.7.8.4 （タイトル無し） 1.7.8.4 数字を使う表示 ＝ 項目名追加。
1.7.8.5 （タイトル無し） ＝ ３版1.7.8.1項に包含された。
1.7.9 複数電源の断路（分離） 1.7.9 複数電源の断路（分離） ＝
1.7.10 ＩＴ電源システム 1.7.10 ＩＴ電源システム ＝
1.7.11 建造物電気設備による保護 ＝ ３版2.7.1項へ移動。

1.7.11 自動温度調節器（サーモスタッ
ト）及びその他の制御装置

＝ ２版1.7.13項より移動。

1.7.12 高漏洩電流 △ ３版5.1.7項へ移動。
1.7.12 言語 △ ２版1.7.14項より移動。ドイツのデビエーション（安全

又保守者に対する情報は、ドイツ語を要求する）が追
記された。

1.7.13 自動温度調節器（サーモス
タッド）及びその他の制御

＝ ３版1.7.11項へ移動。

1.7.13 耐久性 ＝ ２版1.7.15項より移動。
1.7.14 言語 △ ３版1.7.12項へ移動。

1.7.14 取り外し可能部分 ＝ ２版1.7.16項より移動。
1.7.15 耐久性 ＝ ３版1.7.13項へ移動。

1.7.15 交換可能な電池 △ 項目名変更。　２版1.7.17項より移動。リチウム電池以
外の交換可能な電池に対しても、電池のそば、使用説
明書等に注意文言を表示する必要がある。また、判定
方法が追加された。

1.7.16 取り外し可能部分 ＝ ３版1.7.14項へ移動。
1.7.16 工具の使用による操作者の接近 ＝ ２版1.7.18項より移動。

1.7.17 リチウム電池 △ ３版1.7.15項へ移動。
1.7.17 進入制限のある場所用の機器 ＝ ２版1.7.19項より移動。

1.7.18 工具の使用による操作者の
接近

＝ ３版1.7.16項へ移動。

1.7.19 進入制限のある場所用の機 ＝ ３版1.7.17項へ移動。
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２章　対比表 ＝ 技術的内容は同等、もしくは項番変更のみ。

△ 技術上の差異あり。
○ 新規追加された要求事項。
× 要求削除。

空欄 項目名のみで要求事項がない。
IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
2 危険からの保護 2 危険からの保護 項目名のみ。
2.1 感電及びエネルギーによる

危険に対する保護
2.1 感電及びエネルギーによる危険

に対する保護
△ オーストラリアに追加要求事項がある旨の注釈が追加さ

れた。
2.1.1 充電部分への接触 2.1.1 使用者が接触する部分における

保護
＝ 項目名変更。

2.1.1.1 充電部分への接触 △ ２版2.1.2項及び6.2.2.1項より移動。項目名変更。２版の
2.1.2項の要求事項に加え、ＴＮＶ回路からの保護要求
（２版の6.2.2.1項）が追加された。また、２版6.2.2.1項
は、ＴＮＶ－２及びＴＮＶ－３に対してのみの要求で
あったが、本項では、全てのＴＮＶ回路に対して要求さ
れる。

2.1.1.2 電池収納部 △ ２版6.2.2.2項より移動。但し、２版6.2.2.2項は、ＴＮＶ－
２及びＴＮＶ－３に対してのみの要求であったが、本項
では、全てのＴＮＶ回路に対する要求事項となった。

2.1.1.3 ＥＬＶ配線への接触 △ ２版2.1.3.1項より移動。項目名変更。２版の要求事項に
加え、付加絶縁に対して、5.2.2項の耐電圧試験適合の要
求が追加された。

2.1.1.4 危険電圧回路配線へのアクセス ＝ ２版2.1.3.2項より移動。項目名変更。
2.1.1.5 エネルギーによる危険 ＝ ２版2.1.5項より移動。項目名変更。
2.1.1.6 手動操作部分 △ ２版2.1.7項及び2.1.8項より移動。項目名変更。２版2.1.7

項の要求事項に加え、ＴＮＶ回路についても本項が適用
される。判定方法から耐電圧試験が削除された。

2.1.1.7 一次回路のコンデンサの放電 ＝ ２版2.1.10項より移動。項目名追加。
2.1.2 操作者が接近する区域にお

ける保護
△ ３版2.1.1.1項へ移動。

2.1.2 保守者アクセスエリアにおける
保護

＝ ２版2.1.4.1項及び２版2.3.4項第３のダッシュより移動。
但し、２版2.3.4項第３のダッシュの内容にTNV回路につ
いての内容が追加された。

2.1.3 内部配線への接近 × 項目名のみ。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名

2.1.3 アクセス接近場所における保護 ＝ ２版2.1.4.2項より移動。
2.1.3.1 ＥＬＶ回路 △ ３版2.1.1.3項へ移動。
2.1.3.2 危険電圧回路 ＝ ３版2.1.1.4項へ移動。
2.1.4 保守者接近区域及び接近制

限場所における保護
× 項目名のみ。

2.1.4.1 保守者アクセスエリアにお
ける保護

△ ３版2.1.2項へ移動。

2.1.4.2 アクセス接近場所における ＝ ３版2.1.3項へ移動。
2.1.5 操作者アクセスエリアのエ

ネルギーによる危険
＝ ３版2.1.1.5項へ移動。

2.1.6 導電性外かく内部の空間距
離

＝ ３版4.2.4項へ移動（包含）。２版2.1.6項では、エネル
ギーの危険についてのみを言及しているが、３版4.2.4項
では、感電及びその他の危険についても言及しており、
その中に包含された。

2.1.7 手動操作部分の軸 △ ３版2.1.1.6項へ移動。
2.1.8 手動操作部分の分離 △ ３版2.1.1.6項へ移動。
2.1.9 （タイトル無し） × 移動先見当たらず。
2.1.10 （タイトル無し） ＝ ３版2.1.1.7項へ移動。

2.2 絶縁 ＝ ３版2.9項へ移動.。項目名のみ。項目名変更。
2.2.1 絶縁の方法 × 電気絶縁の達成方法に関する説明文であったが、３版で

は、この説明文が削除された。
2.2.2 絶縁材料の特性 △ ３版2.9.1項へ移動。ドライブベルトや連結器についての

規制が追加された。
2.2.3 加湿処理 △ ３版2.9.2項へ移動。文章中の参照項目番号が変更され

た。製造者の同意の元に処理時間を延長可能にする文章
が追加された。

2.2.4 絶縁に対する要求事項 ＝ ３版2.9.3項へ移動。文章中の参照項目番号が変更され
た。

2.2.5 絶縁パラメーター ＝ ３版2.9.4項へ移動。文章中の参照項目番号が変更され
た。

2.2.6 絶縁の分類 ＝ ３版2.9.5項へ移動。注）として、用語『導電部』に関す
る説明文が追加された。文章中の参照項目番号が変更さ
れた。
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項番 項目名 項番 項目名
2.2.7 動作電圧の決定方法 ＝ ３版2.10.2項へ移動。文章中の参照項目番号が変更され

た。
2.2.7.1 一般規定 ＝ ３版2.10.2項へ移動。（2.10.2項に含まれた。）
2.2.7.2 一次回路の空間距離 ＝ ３版2.10.3.2項へ移動。文章中の参照項目番号が変更され

た。
2.2.7.3 二次回路の空間距離 ＝ ３版2.10.3.3項へ移動。文章中の参照項目番号が変更され

た。
2.2.7.4 沿面距離 △ ３版2.10.4項へ移動。
2.2.7.5 耐電圧試験 △ ３版5.2.2項へ移動。
2.2.8 部品によって橋絡される

二重絶縁または強化絶縁
△ ３版1.5.7項へ移動。判定条件を追加した。

2.2.8.1 橋絡コンデンサ ＝ ３版1.5.7.1項へ移動。文章中の参照項目番号が変更され
た。

2.2.8.2 橋絡抵抗 ＝ ３版1.5.7.2項へ移動。文章中の参照項目番号が変更され
た。

2.2.8.3 可触部分 ＝ ３版1.5.7.3項へ移動。文章中の参照項目番号が変更され
た。

2.2 安全特別低電圧（SELV）回路 ＝ ２版2.3項より移動。
2.2.1 一般要求事項 △ ２版2.3.1より移動。判定方法の記載が追加された。電気

通信網への接続を意図する場合の考慮文が削除された。
2.2.2 通常状態での電圧 △ ２版2.3.2項より移動。クラスⅠ機器のSELV回路と保護接

地端子間電圧要求が削除された。
2.2.3 故障状態での電圧 ＝ ２版2.3.3項より移動。
2.2.3.1 二重絶縁又は強化絶縁による分

離
＝ ２版2.3.3.1項より移動。

2.2.3.2 アースされたスクリーンによる
分離

＝ ２版2.3.3.2項より移動。

2.2.3.3 SELV回路のアースによる保護
（方法３）

＝ ２版2.3.3.3項より移動。適用例として、注記が追加され
た。

2.2.4 SELV回路とその他の回路との接
続

＝ ２版2.3.5項より移動。注）として、ノルウェーにおける
要求事項に関して、1.7.2項の注4及び6.1.2.1項の注3を参
照する旨の注釈が追加された。

2.3 安全特別低電圧（SELV）回路 ＝ ３版2.2項へ移動。
2.3.1 一般要求事項 △ ３版2.2.1項へ移動。
2.3.2 通常状態での電圧 △ ３版2.2.2項へ移動。
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項番 項目名 項番 項目名
2.3.3 故障状態での電圧 △ ３版2.2.3項へ移動。
2.3.3.1 二重絶縁又は強化絶縁によ

る分離（方法１）
＝ ３版2.2.3.1項へ移動。

2.3.3.2 アースされたスクリーンに
よる分離（方法２）

＝ ３版2.2.3.2項へ移動。文章中の参照項目番号が変更され
た。

2.3.3.3 SELV回路のアースによる保
護（方法３）

△ ３版2.2.3.3項へ移動。

2.3.4 追加の構造要求 × 第３ダッシュのみ、３版2.1.2項へ移動。　その他は移動
先見当たらず。

2.3.5 SELV回路とその他の回路と
の接続

＝ ３版2.2.4項へ移動。文章中の参照項目番号が変更され
た。

2.3 ＴＮＶ回路 ＝ ２版6.2.1.1項より移動。
2.3.1 限度値 △ ２版6.2項より移動。文章中の参照項目番号が変更され

た。電話呼出し信号についての記載が削除された。
2.3.2 その他の回路及びアクセス可能

部分からの分離
△ ２版6.2項より移動。文章中の参照項目番号が変更され

た。カナダ、米国についての注が追加された。保護接地
端子について、プラグ接続型による要求内容が異なっ
た。

2.3.3 危険電圧からの分離 ＝ ２版6.2.1.4項より移動。デンマークについての注が追加
された。

2.3.4 ＴＮＶ回路の他の回路への接続 ＝ ２版6.2.1.5項より移動。文章中の参照項目番号が変更さ
れた。フィンランドについての注が追加された。

2.3.5 外部要因により発生する動作電
圧の試験

＝ ２版6.2.1.3項より移動。

2.4 制限電流回路 2.4 制限電流回路 項目名のみ。
2.4.1 （タイトル無し） 2.4.1 一般要求事項 ＝ 項目名追加。文章中の参照項目番号が変更された。
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

（タイトル無し） 2.4.2 制限値 ＝ ２版2.4.2項から2.4.5項の要求内容が３版では、2.4.2項の
１つに包含された。また、注１）として、許容限度値４
５／Ｕは、有効蓄積電荷を４５μＣとし、注２）とし
て、許容限度値７００／Ｕ2は、有効エネルギーを３５０
ｍＪに相当する旨の注釈が追加された。

2.4.3 制限電流回路から他の回路への
接続

＝ ２版2.4.6項より移動。項目名追加｡文章中の参照項目番号
が変更された。

2.4.6 （タイトル無し） ＝ ３版2.4.3項へ移動。
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項番 項目名 項番 項目名
2.5 接地規定 ＝ ３版2.6項へ移動。項目名変更。文章中の参照項目番号が

変更された。
2.5.1 クラスⅠ機器 △ ３版2.6.1項へ移動。項目名変更。過電流保護装置動作の

要求、機器の部分の詳細追加。文章中の参照項目番号が
変更された。

2.5.2 （タイトル無し） △ ３版2.6.1項へ移動。項目名変更。分離手段、指示記号追
加。文章中の参照項目番号が変更された。

2.5.3 （タイトル無し） ＝ ３版2.6.5.2項へ移動。
2.5.4 （タイトル無し） ＝ ３版2.6.5.1項へ移動。
2.5.5 （タイトル無し） ＝ ３版2.6.3.4項へ移動。
2.5.6 （タイトル無し） ＝ ３版2.6.5.3項へ移動。
2.5.7 （タイトル無し） ＝ ３版2.6.5.4項へ移動。
2.5.8 （タイトル無し） ＝ ３版2.6.5.5項へ移動。
2.5.9 （タイトル無し） △ ３版2.6.4.1項の一部として含まれた。
2.5.10 耐腐食性 ＝ ３版2.6.5.6項へ移動。
2.5.11 保護接地導体の抵抗 △ ３版2.6.3.3項へ移動。要求項目が変更された。

2.5 有限電源 ＝ ２版2.11項より移動。
2.6 一次電源からの遮断 ３版3.4項へ移動。
2.6.1 一般要求 ＝ ３版3.4.1項へ移動。
2.6.2 断路用器具 ＝ ３版3.4.2項へ移動。
2.6.3 永久接続型機器 ＝ ３版3.4.3項へ移動。
2.6.4 充電部が残っている断路用

器具の部分
＝ ３版3.4.4項へ移動。

2.6.5 可とうコードに取り付けた
スイッチ

＝ ３版3.4.5項へ移動。

2.6.6 単相機器 ＝ ３版3.4.6項へ移動。
2.6.7 三相機器 ＝ ３版3.4.7項へ移動。
2.6.8 断路用器具としてのスイッ ＝ ３版3.4.8項へ移動。
2.6.9 断路用器具としてのプラグ ＝ ３版3.4.9項へ移動。
2.6.10 －削除－ 将来の使用のために空けておく
2.6.11 相互接続された機器 ＝ ３版3.4.10項へ移動。
2.6.12 複数の電源供給 ＝ ３版3.4.11項へ移動。
2.6.13 －削除－ 将来の使用のために空けておく
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項番 項目名 項番 項目名

2.6 接地とボンディング導体の規定 △ ２版2.5項より移動。２版2.5項の保護接地が、保護接地と
保護ボンディング（接続）に分類された。
－保護接地：
　電源コード、インレット等、保護接地の大元の部分。
－保護ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ：
　保護接地以外の保護接続の部分。

2.6.1 保護接地 △ ２版2.5.1項より移動。保護接地の具体的な部位について
追加あり。

2.6.2 機能接地 ○ 新規追加要求。機能接地について具体的に記述。
2.6.3 保護接地と保護ボンディング導

体
○ 新規追加要求。具体的な要求は2.6.3.1及び2.6.3.2項に記

述。
2.6.3.1 保護接地導体の寸法 ○ 新規追加要求。保護接地導体の寸法を規定。
2.6.3.2 保護ボンディング導体の寸法 ○ 新規追加要求。保護ボンディング導体の寸法を規定。
2.6.3.3 接地導体と終端の抵抗 ○ 新規追加要求。導体の寸法及び、終端端子の寸法規定に

適合する場合、試験は適用されない。　寸法規定に適合
しない場合、新規試験が適用される。（２版のアース導
通性試験内容と若干異なる。）

2.6.3.4 絶縁物の色 ＝ ２版2.5.5項より移動。項目名追加。
2.6.4 端子 ○ 新規追加要求。具体的な要求は2.6.4.1及び2.6.4.2項に記

述。
2.6.4.1 保護接地と保護ボンディング端

子
○ 新規追加要求。端子の寸法の規定。一部２版2.5.9項を含

む。
2.6.4.2 保護ボンディング導体からの保

護接地導体の分離
△ ２版2.5.6項の内容の一部より移動。保護接地と保護ﾎﾞﾝ

ﾃﾞｨﾝｸﾞの分離についての要求。
2.6.5 保護接地の完全性 項目名のみ。
2.6.5.1 機器の相互接続 ○ 新規追加要求。相互接続された機器のシステムで、保護

接地は機器の配列に関係なく、すべての保護接地接続を
保証する事。

2.6.5.2 保護接地導体と保護ボンディン
グ導体内のコンポーネント

＝ ２版2.5.3項より移動。項目名追加。

2.6.5.3 保護接地の切り離し ＝ ２版2.5.6項より移動。項目名追加。適否確認方法追加。
2.6.5.4 操作者が取り外せる部品 ＝ ２版2.5.7項より移動。項目名追加。適否確認方法追加。
2.6.5.5 保守中に取り外される部品 ＝ ２版2.5.8項より移動。項目名追加。適否確認方法追加。
2.6.5.6 耐腐食性 ＝ ２版2.5.10項より移動。
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2.6.5.7 保護接続用のねじ △ ２版3.1.11項より移動。２版では、２個以上のタッピング
ネジのをの保護接地接続へ使用する事が条件付けられて
いたが、３版では、条件さえそろえば、１個のタッピン
グネジでも保護接地に使用できるようになった。

2.6.5.8 電気通信網における信頼性 ○ 新規追加要求。保護接地は電気通信網に依存しない旨の
規制が追加された。

2.7 一次回路における過電流及
び地絡に対する保護

2.7 一次回路における過電流及び地
絡に対する保護

項目名のみ。

2.7.1 基本要求事項 2.7.1 基本要求事項 ＝ ２版1.7.11項より移動。
2.7.2 5.4に含まれない故障 2.7.2 5.3に含まれない故障 ＝ 項目名の5.4項を5.3項に変更。
2.7.3 短絡に対するバックアップ 2.7.3 短絡に対するバックアップ保護 ＝
2.7.4 保護デバイスの数及び取り

付け位置
2.7.4 保護デバイスの数及び取り付け

位置
△ 機器内の接地故障に対する保護対策を必要としない事例

が追記された。
2.7.5 複数のデバイスによる保護 2.7.5 複数のデバイスによる保護 ＝
2.7.6 保守者に対する警告 2.7.6 保守者に対する警告 △ ２版では警告を装置に表示する事を義務付けられていた

が、３版では、警告を機器に表示するかまたは、保守指
示書に記述の事となった。

2.8 安全インターロック 2.8 安全インターロック 項目名のみ。
2.8.1 （タイトル無し） 2.8.1 一般原則 ＝ 項目名追加。
2.8.2 （タイトル無し） 2.8.2 保護要求 ＝ 項目名追加。
2.8.3 （タイトル無し） 2.8.3 不慮の再発性 ＝ 項目名追加。
2.8.4 （タイトル無し） 2.8.4 故障時の安全動作 △ 項目名追加。適否確認方法が変更された。また、可動部

品を有するインターロック（後半部）の要求内容が、３
版2.8.5項へ移動。

2.8.5 インターロックの解除 ＝ ３版2.8.6項へ移動。
2.8.5 可動部品を有するインターロッ

ク
△ ２版2.8.4項より可動部品を有するインターロックに関す

る要求のみ抜粋し、本項で定義された。
2.8.6 機械的に作動するインター

ロックスイッチ
＝ ３版2.8.7項へ移動。

2.8.6 インターロックの解除 ＝ ２版2.8.5項より移動。
2.8.6.1 接点間距離 ＝ ３版2.8.7.1項へ移動。
2.8.6.2 耐久試験 △ ３版2.8.7.2項へ移動。項目名変更。試験内容変更。
2.8.6.3 信頼性 △ ３版2.8.7.3項の一部に含まれた。
2.8.7 機械的アクチュエーター ＝ ３版2.8.8項へ移動。
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項番 項目名 項番 項目名

2.8.7 インターロック装置内のスイッ
チとリレー

△ ２版2.8.6項より移動。項目名変更。３版では、インター
ロックシステムとして使用するリレーについても、2.8.7
項の要求が課される事になった。

2.8.7.1 接点間距離 ＝ ２版2.8.6.1項より移動。但し、一次回路以外の回路につ
いては、二次回路の基礎絶縁に課す空間距離が適用され
る。（２版は、基礎絶縁という表現がなかった。）

2.8.7.2 過負荷試験 △ ２版2.8.6.2項より移動。　項目名が耐久試験から過負荷
試験へと変更され、インターロックシステムとして使用
するリレーが評価対象として加わった。

2.8.7.3 耐久試験 △ ２版2.8.6.3項より移動。　但し、インターロックスイッ
チやリレーに対し、使用状態の電流（100%）を印可して
のサイクル試験の要求が新たに加わった。

2.8.7.4 電気的強度試験 ○ 新規追加要求。　インターロックスイッチやリレー間に
耐圧試験が要求された。

2.8.8 機械的アクチュエーター ＝ ２版2.8.7項より移動。項目名追加。
2.9 空間距離，沿面距離及び絶

縁物を通しての距離
３版2.10項へ移動。

2.9.1 概要 △ ３版2.10.1項へ移動。
2.9.2 空間距離 ３版2.10.3項へ移動。
2.9.2.1 一次回路の空間距離 △ ３版2.10.3.2項へ移動。
2.9.2.2 二次回路の空間距離 ＝ ３版2.10.3.3項へ移動。
2.9.3 沿面距離 △ ３版2.10.4項へ移動。
2.9.4 固体絶縁 ＝ ３版2.10.5項へ移動。
2.9.4.1 絶縁物を通しての最小距離 ＝ ３版2.10.5.1項へ移動。
2.9.4.2 薄板材料 ＝ ３版2.10.5.2項へ移動。
2.9.4.3 プリント基板 ＝ ３版2.10.5.3項へ移動。
2.9.4.4 挟み込み絶縁なしの巻線部 △ ３版2.10.5.4項へ移動。
2.9.5 コーティングされたプリン

ト基板
＝ ３版2.10.6項へ移動。２版の2.9.5項の内容が３版では

2.10.6.1項～2.10.6.6項に分けて記述された。
2.9.6 囲われた部分及び密封され

た部分
△ ３版2.10.7項へ移動。

2.9.7 絶縁コンパウンドで充填し
た場合の絶縁距離

＝ ３版2.10.8項へ移動。

2.9.8 コンポーネントの外部接続 ＝ ３版2.10.9項へ移動。
2.9.9 距離を変えることのできる ＝ ３版2.10.10項へ移動。
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項番 項目名 項番 項目名

2.9 電気絶縁 ２版2.2項より移動。
2.9.1 絶縁材料の特性 △ ２版2.2.2項より移動。 ドライブベルトや連結器の要求が

追加された。
2.9.2 湿度処理 ＝ ２版2.2.3項より移動。４８Ｈ以上でも可を追加。
2.9.3 絶縁に対する要求事項 ＝ ２版2.2.4項より移動。
2.9.4 絶縁パラメーター ＝ ２版2.2.5項より移動。
2.9.5 絶縁の分類 ＝ ２版2.2.6項より移動。

2.10 機器の相互接続 ３版3.5項へ移動。
2.10.1 一般要求事項 ＝ ３版3.5.1項へ移動。
2.10.2 相互接続回路のタイプ ＝ ３版3.5.2項へ移動。
2.10.3 相互接続回路としてのＥＬ

Ｖ回路
＝ ３版3.5.3項へ移動。

2.10 空間距離，沿面距離及び絶縁物
を通しての距離

２版2.9項より移動。

2.10.1 一般要求 △ ２版2.9.1項より移動。固体絶縁物に関する条件が追加さ
れた。

2.10.2 動作電圧の決定方法 ＝ ２版2.2.7項、2.2.7.1項より移動。
 ｢2.10.10項で許されたものを除く｣が追記された。

2.10.3 空間距離 ２版2.9.2項より移動。項目名のみ。
2.10.3.1 一般要求 △ ２版2.9.1項より移動。

付属書Ｇの引用についての説明が追加された。
「規定の空間距離はいかの最小値に従う事。」と２項目
の空間距離の制限が追加された。
空間距離の評価時に、4.2.4項(250Nの外力試験)が追加さ
れた。

2.10.3.2 一次回路の空間距離 △ ２版2.9.2.1項より移動。２版の2.2.7.2項の内容を追加。
「注１：より大きな過渡電圧の場合の設計法は付属書Ｇ
に示す。」が追加された。

2.10.3.3 二次回路の空間距離 ＝ ２版2.9.2.2項より移動。２版の2.2.7.3項の内容を追加。
2.10.3.4 過渡電圧レベルの測定 ○ 新規追加要求。　機器内部のフィルター効果などによっ

て、任意の回路の空間距離に対する過渡電圧が、公称電
圧値よりも低くなるかどうかを決定する必要がある場合
に適用される。

2.10.4 沿面距離 △ ２版2.9.2.2項より移動。２版の2.2.7.4項の内容を追加。
CTI175を超える場合の規定を追加。
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項番 項目名 項番 項目名

2.10.5 固体絶縁 ＝ ２版2.9.4項より移動。注1：用語「絶縁物」の説明を追
加。

2.10.5.1 絶縁物を通しての最小距離 ＝ ２版2.9.4.1項より移動。絶縁コンパウンドで満たされた
ケースに入った半導体部品の扱いを明記。

2.10.5.2 薄いシート状絶縁物 ＝ ２版2.9.4.2項より移動。注（巻線部品の適用項目）を追
加、溶剤ベースのエナメルコーティングの扱いを明記。

2.10.5.3 プリント基板 ＝ ２版2.9.4.3項より移動。多層基板の内層の扱いを明記、
該当する付加絶縁又は強化絶縁の最小厚を追記、表2M(2
版：表6A)を整理・明確化。

2.10.5.4 巻線部品 △ ２版2.9.4.4項より移動。項目名変更。多層絶縁電線を使
用した場合の規定を追加し大幅に改訂された。

2.10.6 コーティングされたプリント基
板

２版2.9.5項より移動。項目名のみ。要求内容は、各試験
項目毎に2.10.6.1項から2.10.6.6に小分けされた。

2.10.6.1 概要 ＝ ２版の2.9.5項に対し、小項目番号とタイトル追加。内容
的には同等。

2.10.6.2 試験品の準備及び予備試験 ＝ ２版の2.9.5項に対し、小項目番号とタイトル追加。内容
的には同等。

2.10.6.3 熱サイクル △ ２版の2.9.5項に対し、小項目番号とタイトル追加。実際
の動作温度を試験条件に反映。

2.10.6.4 熱エージング △ ２版の2.9.5項に対し、小項目番号とタイトル追加。
130℃に代え、最大動作温度から温度インデックスライ
ンを用い試験条件を決定。

2.10.6.5 耐電圧試験 ＝ ２版の2.9.5項に対し、小項目番号とタイトル追加。内容
的には同等。

2.10.6.6 耐剥離性試験 ＝ ２版の2.9.5項に対し、小項目番号とタイトル追加。内容
的には同等。

2.10.7 囲われた部分及び密封された部
分

△ ２版2.9.6項より移動。T2の規定を追加、及び熱サイクル
試験中の電圧印加を追加。

2.10.8 絶縁コンパウンドで充填した場
合の絶縁距離

＝ ２版2.9.7項より移動。

2.10.9 コンポーネントの外部接続部 ＝ ２版2.9.8項より移動。
2.10.10 距離を変えることのできる絶縁 ＝ ２版2.9.9項より移動。

2.11 有限電源 ＝ ３版2.5項へ移動。
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３章　対比表 ＝ 技術的内容は同等、もしくは項番変更のみ。

△ 技術上の差異あり。
○ 新規追加された要求事項
× 要求削除

空欄 項目名のみで要求事項がない。
IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
3 配線，接続及び電源の供給 3 配線，接続及び電源の供給 項目名のみ。
3.1 概要 3.1 概要 項目名のみ。
3.1.1 （タイトル無し） 3.1.1 電流定格及び過電流保護 ＝ 項目名追加。
3.1.2 （タイトル無し） 3.1.2 機械的損傷に対する保護 ＝ 項目名追加。
3.1.3 （タイトル無し） 3.1.3 内部配線の確保 ＝ 項目名追加。
3.1.4 （タイトル無し） ＝ ３版3.1.9項へ移動。

3.1.4 導体の絶縁 ＝ ２版3.1.5項より移動。項目名追加。注）として、絶縁被
覆の色に関して、2.6.3.4項を参照する旨の注釈が追加さ
れた。

3.1.5 （タイトル無し） ＝ ３版3.1.4項へ移動。
3.1.5 ビーズ及びセラミック絶縁物 △ ２版3.1.7項より移動。項目名追加。また、検査結果に

よっては、１０Ｎの外力試験を実施して判断する必要が
ある。

3.1.6 （タイトル無し） △ ３版2.6.2項へ移動。
3.1.6 電気接触圧のためのねじ △ ２版3.1.8項より移動。また、注）として、2.6.5.7項（新

規要求事項）を参照する旨の注釈が追加された。
3.1.7 （タイトル無し） △ ３版3.1.5項へ移動。

3.1.7 電気接続部の非金属材料 △ ２版3.1.9項より移動。また３版では、保護接地機能（2.6
項）についても、本要求事項が適応される。

3.1.8 （タイトル無し） △ ３版3.1.6項へ移動。
3.1.8 セルフタッピングねじとスペー

ススレッドねじ
△ ２版3.1.11項より移動。また、注）として、2.6.5.7項（新

規要求事項）を参照する旨の注釈が追加された。
3.1.9 （タイトル無し） △ ３版3.1.7項へ移動。

3.1.9 導体の終端 △ ２版3.1.4項、3.3.4項、4.3.9項より移動。１０Ｎの引っ張
り力、要求に適した例等が追加された。

3.1.10 撚り線 ＝ ３版3.3.8項へ移動。
3.1.10 電線のスリ－ブ ＝ ２版4.3.7項より移動。また、本要求事項に合致した適合

事例が追加された。
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項番 項目名 項番 項目名
3.1.11 セルフタッピングねじ △ ３版2.6.5.7項へ移動。２版では、２個以上のタッピング

ネジのをの保護接地接続へ使用する事が条件付けられて
いたが、３版では、条件さえそろえば、１個のタッピン
グネジでも保護接地に使用できるようになった。

3.2 一次電源接続 3.2 交流主電源への接続 項目名変更。
3.2.1 接続の方法 3.2.1 接続の方法 ＝ 要求事項のうち、複数電源の規定を3.2.2項へ移した。
3.2.2 ＝ ３版3.2.3項へ移動。

項目名、オ－ストラリア事項が追加された。
3.2.2 複数電源接続 ＝ ２版3.2.1項より移動。要求事項のうちの複数電源の規定

と同じ。適合判定に試験指を追加。
3.2.3 △ ３版3.2.4項へ移動。項目名追加。

ＣｌａｓｓⅠ用インレットに対する要求事項削除。
3.2.3 恒久接続型機器 ＝ ２版3.2.2項より移動。

項目名、オ－ストラリア事項が追加された。
3.2.4 △ ３版3.2.5項へ移動。項目名追加。

ＰＶＣを着脱不能／着脱可能に分けて規定。
着脱可能コ－ドには機器の重量制限なしを追加。
保護接地線の要求からクラスⅠ限定を削除。
オ－ストラリア事項を追加。
シールドコ－ドの注３を追加。
表３Ｂで、160～460Aに対する要求および、注記が追加
された。

3.2.4 機器用インレット △ ２版3.2.3項より移動。項目名追加。ＣｌａｓｓⅠ用イン
レットに対する要求事項削除。

3.2.5 コ－ド締付具及び張力止め
としてのコ－ド留め

△ ３版3.2.6項へ移動。
コードをねじ留めする場合の条件を追加。

3.2.5 電源コ－ド △ ２版3.2.4項より移動。項目名追加。
ＰＶＣを着脱不能／着脱可能に分けて規定。
着脱可能コ－ドには機器の重量制限なしを追加。
保護接地線の要求からクラスⅠ限定を削除。
オ－ストラリア事項を追加。
シールドコ－ドの注３を追加。
表３Ｂで、160～460Aに対する要求および、注記が追加
された。
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項番 項目名 項番 項目名
3.2.6 ― △ ３版3.2.7項へ移動。

項目名追加。
金属ケ－スのクラスⅡ機器→ 保護接地されていない導電
部部分に変更された。

3.2.6 コ－ド留め及びストレインリ
リーフ

△ ２版3.2.5項から移動。
コードをねじ留めする場合の条件を追加。

3.2.7 ＝ ３版3.2.8項へ移動。
3.2.7 機械的損傷に対する保護 △ ２版3.2.6項より移動。項目名追加。

金属ケ－スのクラスⅡ機器
→保護接地されていない導電部部分に変更された。

3.2.8 △ ３版3.2.9項へ移動。項目名追加。
クラスⅡ機器 → 保護接地されていない導電部に変更さ
れた。

3.2.8 コ－ドガ－ド ＝ ２版3.2.7項より移動。項目名追加。
3.2.9 電源配線用スペース △ ２版3.2.8項より移動。項目名追加　。

クラスⅡ機器 → 保護接地されていない導電部に変更さ
れた。

3.3 外部一次電源導電部用の
配線端子

3.3 外部導電部接続用の配線端子 △ 項目名変更。
3.3項の規程内容を追加。

3.3.1 3.3.1 配線端子 ＝ 項目名追加。「2.6.4項を参照する事」が追加された。
3.3.2 3.3.2 非着脱式電源コ－ドの接続 △ 項目名追加。２版の3.3.2項の要求事項のうち、接続方法

の規定を3.1.9へ移した。
項目名追加。適否で、５Ｎの引っ張り力規定を削除。

3.3.3 3.3.3 ねじ端子 △ 保護接地端子について、「2.6.4.1項を参照する事」が追
加された。

3.3.4 × 内容が削除された。
3.3.4 端子に接続する導体寸法 ＝ ２版3.3.5項より移動。項目名追加。

3.3.5 ＝ ３版3.3.4項へ移動。
3.3.5 配線端子の寸法 △ ２版3.3.6項から移動。項目名追加。

スタッド端子にワッシャを使う要求が削除された。
保護接地導体用の端子が追加された。
ねじタイプの定義が追加された。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
3.3.6 △ ３版3.3.5項へ移動。

項目名追加。
スタッド端子にワッシャを使う要求が削除された。
保護接地導体用の端子が追加された。
ねじタイプの定義が追加された。

3.3.6 配線端子の設計 ＝ ２版3.3.7項より移動。項目名追加。
ナットやワッシャのような具体例が追加された。

3.3.7 ＝ ３版3.3.6項へ移動。
3.3.7 端子のグループ化 ＝ ２版3.3.8項より移動。項目名追加。

3.3.8 ＝ ３版3.3.7項へ移動。
3.3.8 より線 ＝ ２版3.3.9項より移動。項目名追加。

3.3.9 ＝ ３版3.3.8項へ移動。
3.4 交流主電源からの絶縁遮断 ２版2.6項より移動。
3.4.1 一般要求事項 ＝ ２版2.6.1項より移動。
3.4.2 断路装置 △ ２版2.6.2項より移動。

｢－ ﾀﾞｲﾚｸﾄﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ機器の電源ﾌﾟﾗｸﾞ｣を追加。
3.4.3 恒久接続機器 ＝ ２版2.6.3項より移動。
3.4.4 充電部が残存する部分 ＝ ２版2.6.4項より移動。項目名変更
3.4.5 可とう電源コードにあるスイッ ＝ ２版2.6.5項より移動。
3.4.6 単相機器 ＝ ２版2.6.6項より移動。
3.4.7 三相機器 ＝ ２版2.6.7項より移動。
3.4.8 遮断装置としてのスイッチ ＝ ２版2.6.8項より移動。
3.4.9 遮断装置としてのプラグ ＝ ２版2.6.9項より移動。
3.4.10 相互接続機器 ＝ ２版2.6.11項より移動。
3.4.11 複数の電源 ＝ ２版2.6.12項より移動。
3.5 機器の相互接続 ２版2.10項より移動。
3.5.1 一般要求事項 ＝ ２版2.10.1項より移動。

参照項番変更2.3項→2.2項､6項→2.3項。
3.5.2 相互接続回路のタイプ ＝ ２版2.10.2項より移動。

「3.5.3で許容されている場合を除いて､相互接続回路は
ELV回路であってはならない｡｣及び適合判定が追加され
た｡

3.5.3 相互接続回路としてのELV回路 ＝ ２版2.10.3項より移動。
適合判定を追加｡
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４章　対比表 ＝ 技術的内容は同等、もしくは項番変更のみ。

△ 技術上の差異あり。
○ 新規追加された要求事項
× 要求削除

空欄 項目名のみで要求事項がない
IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
4 物理的要求事項 4 物理的要求事項 項目名のみ。内容は4.1項以降に記述。
4.1 安定性及び機械的な危険 項目名変更。２版は項目名のみで、4.1.1項以降に記述。

4.1 安定性 △ ２版4.1.1項より移動。
800Nの力の加え方を規定。項目名変更。

4.1.1 ＝ ３版4.1項へ移動。
800Nの力の加え方を規定。

4.1.2 ＝ ３版4.4.1，4.4.2及び4.4.4項へ移動。項目名追加。
4.1.3 ＝ ３版4.4.2へ移動。

項目名追加。警告の文例を追加。
4.1.4 ＝ ３版4.3.1項へ移動。項目名追加。
4.1.5 ＝ ３版4.2.9項へ移動。
4.2 機械的強度とストレス除去 4.2 機械的強度 項目名変更。内容は4.2.1項以降に記述。
4.2.1 概要 4.2.1 概要 ＝ １行目：エンクロージャ→機器。

判定基準を２版4.2.7項から移動。一部基準を追加。
4.2.2 30Nの外力試験 ＝ ３版4.2.3項へ移動。

4.2.2 10Nの外力試験 ○ 新規追加要求。
4.2.3 250Nの外力試験 ＝ ３版4.2.4項へ移動。判定基準追加。試験の順番及び対象

外の機器を規定。
4.2.3 30Nの外力試験 ＝ ２版4.2.2項より移動。

判定基準追加。
4.2.4 鋼球試験 ＝ ３版4.2.5項へ移動。判定基準追加。適用外の機器にパネ

ルディスプレイを追加。
4.2.4 250Nの外力試験 ＝ ２版4.2.3項より移動。

判定基準追加。試験の順番及び対象外の機器を規定。
4.2.5 落下試験 ＝ ３版4.2.6項へ移動。

判定基準追加。試験適用機器に「輸送可能な機器」を追
加。落下高さに許容範囲を追加。

4.2.5 衝撃試験 ＝ ２版4.2.4項より移動。
判定基準追加。適用外の機器にパネルディスプレイを追
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
4.2.6 応力ゆるみ試験 ＝ ３版4.2.7項へ移動。

判定基準追加。一部規格をA.10項へ移動。
4.2.6 落下試験 ＝ ２版4.2.5項より移動。

判定基準追加。試験適用機器に「輸送可能な機器」を追
加。落下高さに許容範囲を追加。

4.2.7 適否判定基準 ＝ ３版4.2.1項へ移動。
4.2.7 内部応力ゆるみ試験 ＝ ２版4.2.6項より移動。

判定基準追加。一部規格をA.10項へ移動。
4.2.8 陰極線管(CRT)の機械的強度 4.2.8 ブラウン管 ＝ 項目名変更。

4.2.9 高圧ランプ ＝ ２版4.1.5項より移動。
項目名追加。

4.2.10 壁又は天井に取り付ける機器 ○ 新規追加要求。
4.3 細部構造 項目名のみ。内容は4.3.1項以降に記述。
4.3.1 ＝ ３版4.3.3項へ移動。
4.3.2 △ 使用者が触れる部分の保護として、３版4.4.2項に記述さ

れ、保守者が触れる部分の保護として、３版4.4.4項に記
述された。　使用者に対する規制と保守者に対する規制
を明確にわけた。

4.3.3 削除－将来の為空欄
4.3.4 ＝ ３版4.3.10項へ移動。
4.3.5 ＝ ３版4.3.2項へ移動。
4.3.6 △ 3版の2.9.1項へ移動
4.3.7 ＝ ３版3.1.10項へ移動。　要求に適した例が追加された。
4.3.8 削除－将来の為空欄
4.3.9 △ ３版4.3.4項へ移動。　項目名追加。　注１として、電源

の固定に関する要求事項は3.1.9項に記述される旨を記し
ており、そのため、はんだ付けで接続されている配線、
端子に接続されている配線、短い曲がらない配線、の説
明が削除された。

4.3.10 削除－将来の為空欄
4.3.11 ＝ ３版4.3.9項へ移動。
4.3.12 △ ３版4.3.13項へ移動。

項目名が追加。ＬＥＤに関する注が削除された。

4.3.13 ねじ接続の安全性 △ ３版3.1.8項,3.1.9項へ移動。

4.3.14 エンクロージャの開口 ＝ ３版4.6.1項へ移動。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
4.3.15 エンクロージャ上側の開口 ＝ ３版4.6.1項へ移動。
4.3.16 エンクロージャ側面の開口 ＝ ３版4.6.1項へ移動。
4.3.17 △ ３版4.3.5項へ移動。

4.3.18 △ ３版4.3.6項へ移動。　項目名追加。　２版の｢接地極のな
い固定ソケットアウトレット」から｢製造者の意図した形
で｣に変更された。注記にオーストラリアと、イギリスに
ついてのデビエーションが追加された。

4.3.19 △ ３版4.3.11項へ移動。
「気体」が追加された。

4.3.20 ＝ ３版4.3.7項へ移動。

4.3.21 △ ３版4.3.8項へ移動。　但し、規制内容がリチウム電池だ
けでなく、すべての電池に対して適用される。電池に関
する設計基準、判定基準が追加された。

4.3.22 接着材の老化 ＝ ３版4.6.5項へ移動。

4.3 設計と構造 項目名のみ。　内容は4.3.1項以降に記述。
4.3.1 辺と角 ＝ ２版4.1.4項より移動。　項目名追加。
4.3.2 ハンドルと手動操作 ＝ ２版4.3.5項より移動。　項目名追加。
4.3.3 調整可能なコントロール部 ＝ ２版4.3.1項より移動。　項目名追加。

表示に関する注が追加された。

4.3.4 部品の固定 △ ２版4.3.9項より移動。　項目名追加。　注１として、電
源の固定に関する要求事項は3.1.9項に記述される旨を記
しており、そのため、はんだ付けで接続されている配
線、端子に接続されている配線、短い曲がらない配線、
の説明が削除された。

4.3.5 プラグとソケットの接続 △ ２版4.3.17項より移動。　項目名追加。
ＩＥＣ60083,ＩＥＣ60320に適合するコネクタへの制限が
追加された。

4.3.6 ダイレクトプラグイン機器 △ ２版4.3.18項より移動。　項目名追加。　｢接地極のない
固定ソケットアウトレット」から｢製造者の意図した形
で｣に変更された。注記にオーストラリアと、イギリスに
ついてのデビエーションが追加された。

4.3.7 接地された機器の電熱素子 △ ２版4.3.20項より移動。　項目名追加。
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項番 項目名 項番 項目名

4.3.8 電池 △ ２版4.3.21項より移動。　項目名追加。
２版ではリチウム電池のみが対象であったが、全ての電
池が対象になった。電池に関する設計基準、判定基準が
追加された。

4.3.9 油、グリース ＝ ２版4.3.11項より移動。　項目名追加。

4.3.10 塵埃，粉末，液体又は気体 ＝ ２版4.3.4項より移動。　項目名追加。
4.3.11 液体や気体の容器 △ ２版4.3.19項に対し、「気体」が追加された。
4.3.12 可燃性液体 ＝ ２版4.4.8項より移動。
4.3.13 放射線 △ ２版4.3.12項より移動。　項目名が追加。

ＬＥＤに関する注が削除された。

4.4 耐火性 項目名のみ。　内容は4.4.1項以降に記述。

4.4.1 耐火性評価方法 ＝ ３版4.7項及び、4.7.1項へ移動。
4.4.2 発火の危険性の最小化 ＝ ３版の4.7項へ移動
4.4.3 材料とコンポーネントの燃

焼性
項目名のみ。　内容は4.4.3.1項以降に記述。

4.4.3.1 概要 ＝ ３版4.7.3.1項へ移動。

4.4.3.2 燃焼性 ＝ ３版4.7.3.4項へ移動。 ２版の4.4.3.2、4.4.3.3、4.4.3.4項の
防火用エンクロージャについての要求、及び除外がまと
めて記述された。

4.4.3.3 適用除外 ＝ ３版4.7.3.4項へ移動。 ２版の4.4.3.2、4.4.3.3、4.4.3.4項の
防火用エンクロージャについての要求、及び除外がまと
めて記述された。

4.4.3.4 ワイヤーリングハーネス ＝ ３版4.7.3.4項へ移動。 ２版の4.4.3.2、4.4.3.3、4.4.3.4項の
防火用エンクロージャについての要求、及び除外がまと
めて記述された。

4.4.3.5 コード止めブッシング ３版3.2.5項及び3.2.6項へ移動。
4.4.3.6 エアーフィルター組立品 ＝ ３版4.7.3.5項へ移動。
4.4.4 エンクロージャ及び装飾部

品に用いる材料
△ ３版4.7.3.2項および、4.7.3.3項へ移動。　防火エンクロー

ジャ材料、防火エンクロージャの外部の部品、その他の
部品材料について詳細に記述された。　また、金属、ｾﾗ
ﾐｯｸ等は試験しなくてもその使用が認められる旨の記述
も追加された。

4.4.5 防火エンクロージャの条件 項目名のみ。　内容は4.4.5.1項及び4.4.5.2項に記述。
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項番 項目名 項番 項目名
4.4.5.1 防火エンクロージャを必要

とするコンポーネント
＝ ３版4.7.2.1項へ移動。防火用エンクロージャが必要な部

品として、一次回路、制限電力回路に当てはまらない回
路、及び、制限電力回路であるが、Ｖ－１以上の基板に
ない回路等の表現が加えられた。

4.4.5.2 防火エンクロージャを必要
としないコンポーネント

＝ ３版4.7.2.2項へ移動。

4.4.6 防火エンクロージャの構造 △ ３版4.7項及び、4.6.2項へ移動。　可搬型機器に対する要
求及び、ｺﾝｸﾘｰﾄ又は燃えにくい面に据え付けられる据置
型機器に対する要求を除外した。　可搬型機器に対する
要求は、別途4.6.4項に記述され、ｺﾝｸﾘｰﾄ又は燃えにくい
面に据え付けられる据置型機器に対する要求は、表示で
除外できる。

4.4.7 防火エンクロージャにある
ドアー又はカバー

＝ ３版4.7項及び、4.6.3項へ移動。

4.4.8 可燃性液体 ＝ ３版4.7項及び、4.3.12項へ移動。

4.4 危険な可動部に対する保護 項目名のみ。　内容は4.4.1項以降に記述。
4.4.1 一般要求 ＝ ２版4.1.2項より移動。
4.4.2 操作者アクセスエリアにおける

保護
△ ２版4.1.2項及び、4.3.2項より、使用者に対する保護に限

定した内容でまとめられ、３版4.4.2項及び、4.4.3項に
なった。

4.4.3 アクセス制限場所における保護 △ ２版4.1.2項及び、4.3.2項より、使用者に対する保護に限
定した内容でまとめられ、３版4.4.2項及び、4.4.3項に
なった。

4.4.4 保守者アクセスエリアにおける
保護

△ ２版4.1.2項及び、4.3.2項よりから、保守者に対する保護
に限定して、３版4.4.4項になった。

4.5 温度に関する要求事項 △ 温度上昇に関する要求についての意図が追加された。
２版5.1項表16の適用条件 7)の内容がここに移動した。

4.5.1 温度上昇 ＝ ２版5.1項より移動。
4.5.2 異常な温度に対する耐性 ＝ ２版5.4.10項より移動。
4.6 エンクロージャの開口 △ ２版4.3.14項より移動。機器を使用する向きが複数の場

合、すべての向きについて適用される旨の記述が追加さ
れた。
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項番 項目名 項番 項目名

4.6.1 上面と側面開口 ＝ ２版4.3.15項と4.3.16項より移動。　上面、及び側面の要
求が統一された。

4.6.2 防火エンクロージャの底面 △ ２版4.4.6項より移動。　可搬型機器に対する要求及び、ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ又は燃えにくい面に据え付けられる据置型機器に
対する要求を除外した。　可搬型機器に対する要求は、
別途4.6.4項に記述され、ｺﾝｸﾘｰﾄ又は燃えにくい面に据え
付けられる据置型機器に対する要求は、表示で除外でき
る。

4.6.3 防火エンクロージャのドアとカ
バー

＝ ２版4.4.7項より移動。

4.6.4 可搬型機器の開口 ○ 新規追加要求。　可搬型機器に対する開口規定の詳細が
追加された。

4.6.5 構造目的への接着剤 ＝ ２版4.3.22項より移動。　項目名変更。

4.7 耐火性 ＝ ２版4.4.1項の内容が、３版4.7項及び、4.7.1項に移動。

4.7.1 着火及び炎拡散の危険の減少 ＝ ２版4.4.1項の内容が、３版4.7項及び、4.7.1項に移動。

4.7.2 防火エンクロージャの条件 ○ 新規追加要求。　故障時に着火可能な部品／部分に防火
エンクロージャを要求することを追加している。

4.7.2.1 防火エンクロージャが要求され
る部品

△ ２版4.4.5.1項より移動。　防火用エンクロージャが必要
な部品として、一次回路、制限電力回路に当てはまらな
い回路、及び、制限電力回路であるが、Ｖ－１以上の基
板にない回路等の表現が加えられた。

4.7.2.2 防火エンクロージャが要求され
ない部品

＝ ２版4.4.5.2項より移動。

4.7.3 材料 項目名のみ。　内容は4.7.3.1項以降に記述。
4.7.3.1 一般要求 △ ２版4.4.3.1項より移動。　HB、HBF材に対しIEC60695-2-

1/1の550℃ﾜｲﾔｰｸﾞﾛｰ試験の適用についての記述が追加
された。

4.7.3.2 防火エンクロージャの材料 △ ２版4.4.4項より移動。　２版4.4.4項の内容から、防火エ
ンクロージャ材料について記述された。　また、金属、
ｾﾗﾐｯｸ等は試験しなくてもその使用が認められる旨の記
述も追加された。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名

4.7.3.3 防火エンクロージャの外側の部
品やその他の部品の材料

△ ２版4.4.4項より移動。　２版の4.4.4項の内容から、防火
エンクロージャの外部の部品、その他の部品材料につい
て詳細に記述された。

4.7.3.4 防火エンクロージャの内側の部
品やその他の部品の材料

＝ ２版4.4.3.2項、4.4.3.3項、4.4.3.4項より移動。 防火用エン
クロージャについての要求、及び除外がまとめて記述さ
れた。

4.7.3.5 空気フィルター組立品の材料 ＝ ２版4.4.3.6項より移動。
4.7.3.6 高電圧部品に使用される材料 ＝ ２版1.5.4項より移動。
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５章　対比表 ＝ 技術的内容は同等、もしくは項番変更のみ。

△ 技術上の差異あり。
○ 新規追加された要求事項
× 要求削除

空欄 項目名のみで要求事項がない
IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
5 熱的及び電気的要求事項 項目名のみ。　３版4.5項へ移動、また項目名が変更され

た。
5 電気的要求及び異常運転のシ

ミュレート
項目名のみ。　２版5.2項より移動。

5.1 温度上昇 ＝ ３版4.5.1項へ移動。
但し、３版では、試験中の制約が緩和された。

5.1 タッチカレント及び保護導体電
流

項目名新設。序論のみ。

5.1.1 一般要求 △ 項番、項目名を新設。　本項は、２版5.2.2項のアース漏
洩電流試験評価に代わる評価であり、３版ではタッチ
カーレント及び保護導体電流として評価される。

5.1.2 供試装置（ＥＵＴ） △ 項番、項目名を新設。　本項は、２版5.2.2項のアース漏
洩電流の技術基準の供試装置について記述された部分と
同等である。また、複数の電源を同時に接続するような
機器に対して、２版では１電源のみ接続して実施するの
に対し、３版では、複数の電源が同時に必要とされる機
器に対しては、すべての電源を接続した状態で評価され
る。

5.1.3 試験回路 △ 項番、項目名を新設。　本項は、２版5.2.3項、5.3.4項の
試験回路の部分を抜き出しまとめ、また、補足説明が追
加された。　尚、試験回路は異なる。

5.1.4 測定器の接続 △ 項番、項目名を新設。　本項は、２版5.2.2項の使用する
測定器、適合基準に関する要求に加え、また、接触可能
な非導電部に対しても、金属箔を用いたタッチカレント
試験が要求される。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名

5.1.5 試験手順 △ 項番、項目名を新設。本項は、２版5.2.3項、5.3.4項の試
験手順の部分を抜き出しまとめた。尚、試験手順は異な
る。

5.1.6 試験測定 △ 項番、項目名を新設。本項は、２版5.2.3項、5.3.4項の試
験測定の部分を抜き出しまとめた。尚、試験の測定方法
は異なる。

5.1.7 タッチカレントが3.5mAを超える
機器

△ 項番、項目名を新設。本項は、２版5.2.5項より移動、ま
た項目名が変更された。要求内容は、２版5.2.5項と同等
であるが、試験方法、試験回路は異なる。

5.1.8 電気通信網への及び電気通信網
からのタッチカレント

＝ 項番、項目名を新設。本項は、２版6.3.4項より移動。
但し、注記として、周辺機器用のインターフェイスでは
なく、通信回線ポートに対して行う旨の注記が追加され
た。

5.1.8.1 電気通信網のタッチカレントの
制限

△ 項番、項目名を新設。本項は、２版6.3.4.1項より移動。
但し、試験回路が変更されたため、適合基準は異なる。

5.1.8.2 電話通信網からのタッチカレン
トのまとめ

○ 項番、項目名を新設。新規要求事項。　EUTのすべての
通信回線ポートにおいて、他の機器から受けるタッチカ
レントの合計が、3.5mAを超える場合、保護接地に恒久
接続されなくてはならない、また、警告文を備える等の
要求が追加された。

5.2 アース漏洩電流 ３版5.1項へ移動。項目名のみ。アース漏洩電流試験評価
に代わり、３版ではタッチカーレント及び保護導体電流
として評価される。

5.2.1 一般要求 △ ２版5.2.1項から5.2.4項までの内容が、３版ではタッチ
カーレント及び保護導体電流として、5.1.1項から5.1.6項
までに分配された。また、試験手順、測定方法が変更さ
れている。これに加えて、３版では、接触可能な非導電
部に対しても、金属箔を用いたタッチカレント試験が要
求される。

5.2.2 要求事項 △ 同上
5.2.3 単相機器 △ 同上
5.2.4 三相機器 △ 同上
5.2.5 アース漏洩電流が3.5mAを越

える機器
△ ３版5.1.7項へ移動。　要求内容は３版5.1.7項と同等であ

るが、試験方法、試験回路が異なる。

- 2 -



IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名

5.2 耐電圧 ＝ ２版5.3項より移動。　注（プレヒートに関する説明）が
追加された。

5.2.1 一般要求 ＝ ２版5.3.1項より移動。

5.2.2 試験手順 ＝ ２版5.3.2項より移動。　表5B(その1)、(その2)に対する注
釈が、それぞれの表の下部に移動。　表5B(その1)の標高
に対する注釈が削除され、｢二次対本体、独立した二次回
路の間｣の動作電圧に関する注釈5)が追加された。

5.3 耐電圧 ３版5.2項へ移動。項目名のみ。
5.3.1 一般要求 ＝ ３版5.2.1項へ移動。
5.3.2 試験手順 ＝ ３版5.2.2項へ移動。

5.3 異常運転及び故障状態 ２版5.4より移動。項目名のみ。
5.3.1 過負荷及び異常運転に対する保

護
＝ ２版5.4.1項および２版5.4.7項より移動。項目名が新設さ

れた。
5.3.2 電動機 ＝ ２版5.4.2項より移動、又項目名が新設された。
5.3.3 変圧器 ＝ ２版5.4.3項より移動、又項目名が新設された。
5.3.4 機能絶縁 ＝ ２版5.4.4項より移動。
5.3.5 電気機械コンポーネント ＝ ２版5.4.5項より移動。　「適合基準は、5.3.8を参照」が

追加された。
5.3.6 故障状態の模擬 △ ２版5.4.6項より移動、又項目名が新設された。　また３

版では、独立したコンポーネント又は中間組立品等を単
体で試験する事を認めない。

5.3.7 無人使用を意図する機器 ＝ ２版5.4.8項より移動、又項目名が新設された。
5.3.8 異常操作及び故障状態での適合

基準
２版5.4.9項より移動、又項目名が新設された。　また３
版では、要求内容が2つ(5.3.8.1項、5.3.8.2項)に分割され、
また各々に項目名が新設された。　３版では本項は、項
目名のみとなった。

5.3.8.1 試験中 ＝ 項番、項目名が新設された。　本項は、２版5.4.9項『試
験中』に関する要求と同等である。

5.3.8.2 試験後 △ 項番、項目名が新設された。　本項は、２版5.4.9項『試
験後』に関する要求に加えて、タイプAプラグ接続型機
器に限らず、全てのクラスI機器に対して、試験後に耐電
圧が要求される。　この追加要求により、ノルウェーの
デビエーションが削除された。

5.4 異常運転及び故障状態 項目名のみ。　３版5.3項へ移動。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
5.4.1 ＝ ３版5.3.1項へ移動。
5.4.2 ＝ ３版5.3.2項へ移動。
5.4.3 ＝ ３版5.3.3項へ移動。
5.4.4 機能絶縁 ＝ ３版5.3.4項へ移動。
5.4.5 電気機械コンポーネント ＝ ３版5.3.5項へ移動。
5.4.6 △ ３版5.3.6項へ移動。
5.4.7 ＝ ３版5.3.1項へ含まれた。

5.4.8 ＝ ３版5.3.7項へ移動。

5.4.9 △ ３版5.3.8項、5.3.8.1項、5.3.8.2項へ移動。
３版では、タイプAプラグ接続型機器に限らず全てのク
ラスI機器に対して、試験後に耐電圧が要求される。

5.4.10 熱可塑性樹脂部品 ＝ ３版4.5.2項へ移動。
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６章　対比表 ＝ 技術的内容は同等、もしくは項番変更のみ。

△ 技術上の差異あり。
○ 新規追加された要求事項
× 要求削除

空欄 項目名のみで要求事項がない。
IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
6 電気通信網への接続 6 電気通信網への接続 ＝ ２版6.1項を取り込み、さらに注4が追加。

注4：電気通信回線の送信装置手段と使用する場合は、
主電源装置は、電気通信網（1.2.13.8も参照のこと）では
ないし、6項も適用しない。

6.1 概要 ＝ ３版6項へ移動。
6.1 電気通信網保守者及びその網に

接続したその他の機器使用者の
機器から生じる危険からの保護

２版6.3項より移動。項目名のみ。

6.1.1 危険電圧からの保護 ＝ ２版6.3.1項及び6.3.2項より移動。

6.1.2 電気通信網の接地からの絶縁 ２版6.3.3項より移動。項目名のみ。

6.1.2.1 要求事項 △ ２版6.3.3.1項より移動。　但し、デンマークのデビエー
ションが削除され、ノルウェーのデビエーションが追加
された。また、３版では本項に、例外事項（電源に接続
したままの機器、タイプＢプラグ接続型機器、電話通信
の中央局）が新設され、また、適合性試験が明文化され
た。

6.1.2.2 例外事項 △ ２版6.3.3.2項より移動。　３版では、フィンランドのデ
ビエーションが追加され、ノルウェー同様、フィンラン
ドでも本項例外事項は、恒久接続型機器及びタイプＢプ
ラグ接続型機器だけ適用が許される。

6.2 TNV回路 ３版2.3項へ移動。項目名のみ。
6.2.1 TNV回路の特性と要求事項 項目名のみ。３版では削除された。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
6.2.1.1 限度値 △ ３版2.3.1項へ移動。　２版では、本項限度値の測定は、

二重絶縁、強化絶縁の部品においては、除外されていた
が、３版では、絶縁の種類を問わず、限度値の測定を要
求される。また、３版では、TNV-2、TNV-3回路の電話
呼び出し信号が存在する場合の電圧限度値が追加され
た。附属Mを参照。

6.2.1.2 その他の回路及びアクセス
可能部分からの分離

△ ３版2.3.2項へ移動。　３版では、カナダ／米国のデビ
エーションが追加され、単一故障時の限度値として、３
版2.2.3項が適応される。また、タイプA、Bプラグ接続型
機器の違いにより、基礎絶縁の要求内容が異なる。ま
た、ノルウェーのデビエーションの内容が変更された。

6.2.1.3 外部要因により発生する動
作電圧の試験

＝ ３版2.3.5項へ移動。

6.2.1.4 危険電圧からの分離 △ ３版2.3.3項へ移動。　３版では、デンマークのデビエー
ションが追加され、フィンランド同様、デンマークでも
恒久接続型機器及びタイプBプラグ接続型機器だけ、方
法ｂ）の適用が許される。

6.2.1.5 TNV回路の他の回路への接続 △ ３版2.3.4項へ移動。　ノルウェーのデビエーションの内
容が変更された。

6.2.2 TNV回路との接近に対する保
護

＝ ３版2.1.1.1項（注3として）に含まれた。　これにより項
目名は削除された。

6.2.2.1 接近可能性 ＝ ３版2.1.1.1項に含まれた。　これにより項目名は削除さ
れた。

6.2.2.2 電池の収納部 △ ３版2.1.1.2項へ移動。　２版では、TNV-2、TNV-3回路の
みに対する要求事項であったが、３版では、全TNV回路
（TNV-1回路含む）に対する要求事項に変更された。

6.2 電気通信網に使用している過電
圧からの機器使用者の保護

２版6.4項より移動。項目名のみ。

6.2.1 分離要求事項 ＝ ２版6.4.1項より移動。　３版には、空間距離、沿面距離
及び固体絶縁物の寸法と構造に関する３版2.10項の要求
事項は、本項に適応されない旨の、補足説明が追加され
た。

6.2.2 耐電圧試験手順 ＝ ２版6.4.2項より移動。　オーストラリアのデビエーショ
ンが追加された。「試験の選択は製造者が指定する。」
という記述が削除された。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名

6.2.2.1 インパルス試験 △ ２版6.4.2.1項より移動。　但し、注２としてオーストラ
リアのデビエーションが追加される。
注２－オーストラリアでは6.2.1項a)の部分に対しUｃ
=7.0kVの値が適用される。

6.2.2.2 安定状態試験 △ ２版6.4.2.2項より移動。　但し、注としてオーストラリ
アのデビエーションが追加された。
注－オーストラリアでは雷サージ電圧を模擬して、6.2.1
項a)の部分としてハンドセット及び、ヘッドセットに対
しては、3.0kV、その他の機器に対しては、2.5kV、6.2.1
項ｂ）及びｃ）に対しては、1.5ｋVが適用される。

6.2.2.3 適合基準 ＝ ２版6.4.2.3項より移動。
6.3 機器により生じる危険から

の電気通信網サービス従事
者及びその回線網に接続し
たその他の機器の使用者の

３版6.1項へ移動。項目名のみ。

6.3.1 危険電圧からの保護 ＝ ２版6.3.2項の要求内容を取り込んで、３版6.1.1へ移動。
6.3.2 保護接地の使用 ＝ ３版6.1.1項に含まれた。
6.3.3 電気通信網の接地からの絶

縁
項目名のみ。　３版6.1.2項へ移動。

6.3.3.1 要求事項 △ ３版6.1.2.1項へ移動。　但し、デンマークのデビエー
ションが削除され、ノルウェーのデビエーションが追加
された。また、３版では本項に、例外事項（電源に接続
したままの機器、タイプＢプラグ接続型機器、電話通信
の中央局）が新設され、また、適合性試験が明文化され
た。

6.3.3.2 例外事項 △ ３版6.1.2.2項へ移動。　但し、３版では、フィンランド
のデビエーションが追加され、ノルウェー同様、フィン
ランドでも本項例外事項は、恒久接続型機器及びタイプ
Ｂプラグ接続型機器だけ適用が許される。

6.3.4 電気通信網への漏れ電流及
び、電気通信網からのタッ
チカレント

３版5.1.8項へ移動、また項目名が変更された。項目名の
み。　また、３版では、注記として、周辺機器用のイン
ターフェイスではなく、通信回線ポートに対して行う旨
の注記が追加された。

6.3.4.1 電気通信網の漏れ電流の制
限

△ ３版5.1.8.1項へ移動。 また、試験回路が変更されたた
め、適合基準は異なる。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
6.3.4.2 電気通信網からのタッチカ

レントの総料
△ ３版5.1.8.2項へ移動。　３版では、２版までの考慮中が

解除され、EUTのすべての通信回線ポートにおいて、他
の機器から受ける接触電流の合計が、3.5mAを超える場
合、保護接地に恒久接続されなくてはならない、また、
警告文を備える等が要求される。

6.3 電気通信配線システムの過熱保
護

△ ２版6.5項より移動。　デンマークのデビエーションが削
除され、注4が追加された。　また、過電流保護装置の
限度値が、２版の30分以内から、３版では、60分以内に
変更となった。注4－IEC60269-2-1で規定する、時間／
電流特性を有するタイプｇD又はタイプｇNヒューズは
1.3Aの電流制限値に適合している。

6.4 電気通信網に使用している
過電圧からの機器使用者の

３版6.2項へ移動。項目名のみ。

6.4.1 分離要求事項 ＝ ３版6.2.1項へ移動。　３版では、空間距離、沿面距離及
び固体絶縁物の寸法と構造に関する要求事項（３版2.10
項）は、本項に適応されない旨の、補足説明が追加され
た。

6.4.2 耐電圧試験手順 ＝ ３版6.2.2項へ移動。　３版では、オーストラリアのデビ
エーションが追加された。（6.2.2.1項及び6.2.2.2項両方の
試験によって判定する必要がある）。

6.4.2.1 インパルス試験 △ ３版6.2.2.1項へ移動。　但し、３版では注2としてオース
トラリアのデビエーションが追加された。
注２－オーストラリアでは6.2.1項a)の部分に対しUｃ
=7.0kVの値が適用される。

6.4.2.2 安定状態試験 △ ３版6.2.2.2項へ移動。　但し、注としてオーストラリア
のデビエーションが追加された。
注－オーストラリアでは雷サージ電圧を模擬して、6.2.1
項a)の部分としてハンドセット及び、ヘッドセットに対
しては、3.0kV、その他の機器に対しては、2.5kV、6.2.1
項ｂ）及びｃ）に対しては、1.5ｋVが適用される。

6.4.2.3 適合基準 ＝ ３版6.2.2.3項へ移動。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
6.5 電気通信配線システムの過

熱保護
△ ２版6.5項より移動。　デンマークのデビエーションが削

除され、注4が追加された。　また、過電流保護装置の
限度値が、２版の30分以内から、３版では、60分以内に
変更となった。注4－IEC60269-2-1で規定する、時間／
電流特性を有するタイプｇD又はタイプｇNヒューズは
1.3Aのの電流制限値に適合している。
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附属書　対比表 ＝ 技術的内容は同等、もしくは項番変更のみ。

△ 技術上の差異あり。
○ 新規追加された要求事項
× 要求削除

空欄 項目名のみで要求事項がない。
IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
附属書A 耐熱性試験及び耐火性試験 附属書A 耐熱性試験及び耐火性試験 ＝
A.1 総質量が18kgを超える可動型

機器及び据置型機器の防火
エンクロージャの燃焼性試

A.1 総質量が18kgを超える可動型機
器及び据置型機器の防火エンク
ロージャの燃焼性試験

項目名のみ。参照項番が２版4.4.4項から３版4.7.3.2項に
変更。

A.1.1 A.1.1 サンプル ＝ 項目名の新設のみ。
A.1.2 A.1.2 サンプルの前処理 ＝ 項目名の新設のみ。参照項番が２版5.1項から３版4.5.1項

に変更。
A.1.3 A.1.3 サンプルの取付け ＝ 項目名の新設のみ。
A.1.4 A.1.4 試験炎 ＝ 項目名の新設のみ。
A.1.5 A.1.5 試験手順 ＝ 項目名の新設のみ。
A.1.6 適合基準 A.1.6 適合基準 ＝
A.2 総質量が18kg以下の可動型機

器の防火エンクロージャ及
び防火エンクロージャ内の
材料及び部品の燃焼性試験

A.2 総質量が18kg以下の可動型機器
の防火エンクロージャ及び防火
エンクロージャ内の材料及び部
品の燃焼性試験

項目名のみ。参照項番が２版4.4.3.2項、4.4.4項から３版
4.7.3.2項、4.7.3.4項に各々変更。

A.2.1 試験サンプル A.2.1 サンプル ＝
A.2.2 試験サンプルの前処理 A.2.2 サンプルの前処理 ＝ 参照項番が２版5.1項から３版4.5.1項に変更。
A.2.3 試験サンプルの取付け A.2.3 サンプルの取付け ＝
A.2.4 試験炎 A.2.4 試験炎 ＝
A.2.5 試験手順 A.2.5 試験手順 ＝
A.2.6 A.2.6 適合基準 ＝ 項目名の新設のみ。
A.2.7 A.2.7 代替試験 ＝ 項目名の新設のみ。
A.3 大電流アーク発火試験 A.3 大電流アーク発火試験 項目名のみ。参照項番が２版4.4.4項から３版4.7.3.2項に

変更。
A.3.1 A.3.1 サンプル ＝ 項目名の新設のみ。
A.3.2 A.3.2 試験回路 ＝ 項目名の新設のみ。
A.3.3 A.3.3 試験用電極 ＝ 項目名の新設のみ。
A.3.4 A.3.4 試験手順 ＝ ２版A.3.5項を包含、又項目名が新設された。

A.3.5 適合基準 ＝ ２版A.3.6項より移動、又項目名が新設された。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
A.3.5 ＝ ３版Ａ.3.4項へ移動
A.3.6 ＝ ３版A.3.5項へ移動。
A.4 熱線発火試験 A.4 熱線発火試験 項目名のみ。参照項番が２版4.4.4項から３版4.7.3.2項に

変更。
A.4.1 A.4.1 サンプル ＝ 項目名の新設のみ。
A.4.2 A.4.2 試験回路 ＝ 項目名の新設のみ。
A.4.3 A.4.3 サンプルの取付け ＝ 項目名の新設のみ。
A.4.4 A.4.4 試験手順 ＝ ２版A.4.5項を包含、又項目名が新設された。

A.4.5 適合基準 ＝ ２版A.4.6項より移動、又項目名が新設された。
A.4.5 ＝ ３版A.4.4項へ移動
A.4.6 ＝ ３版A.4.5項へ移動。
A.5 加熱オイル試験 A.5 加熱オイル試験 ＝ ３版A.5.1～A.5.3へ移動、項目名のみとなった。参照項番

が２版4.4.6項から３版4.6.2項に変更。
A.5.1 サンプルの取付け ＝ ２版A.5項より移動。項番、項目名が新設された。
A.5.2 試験手順 ＝ ２版A.6項より移動。項番、項目名が新設された。
A.5.3 適合基準 ＝ ２版A.7項より移動。項番、項目名が新設された。

A.6 材料をクラスV-0、V-1又は
V-2に分類するための燃焼性
試験

A.6 材料をクラスV-0、V-1又はV-2
に分類するための燃焼性試験

項目名のみ。３版では参照項番が削除された。

A.6.1 A.6.1 サンプル ＝ ２版A.6.2項を包含、又項目名が新設された。
A.6.2 サンプルの前処理 ＝ ２版A.6.3項より移動、又項目名が新設された。
A.6.3 サンプルの取付け ＝ ２版A.6.4項より移動、又項目名が新設された。
A.6.4 試験手順 ＝ ２版A.6.5項からA.6.10項の試験手順の部分を抜き出して

まとめた。
A.6.5 適合基準 △ ２版A.6.5項からA.6.10項の適合基準の部分を抜き出し表

にまとめた。また追加要求として、2回目試験後の赤熱
燃焼時間を測定する必要があり、この赤熱燃焼時間と1
回目試験後の発炎燃焼時間を合計した値に対して、新た
な基準値が設定された。

A.6.6 許容される再試験 ＝ ２版A.6.11項より移動、又項目名が新設された。
A.6.2 ＝ ３版A.6.1項へ移動
A.6.3 ＝ ３版A.6.2項へ移動。
A.6.4 ＝ ３版A.6.3項へ移動。
A.6.5 ＝ 適合基準のみ３版A.6.5項へ移動、、試験手順は３版A.6.4

項へ移動。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
A.6.6 ＝ 試験手順は３版A.6.4項、適合基準は３版A.6.5項へ移動。
A.6.7 ＝ ３版A.6.4項へ移動。
A.6.8 ＝ 試験手順は３版A.6.4項、適合基準は３版A.6.5項へ移動。
A.6.9 ＝ 試験手順は３版A.6.4項、適合基準は３版A.6.5項へ移動。
A.6.10 ＝ 試験手順は３版A.6.4項、適合基準は３版A.6.5項へ移動。
A.6.11 ＝ ３版A.6.6項へ移動。
A.7 発泡プラスチック材料をク

ラスHF-1、HF-2又はHBFに
分類するための燃焼性試験

A.7 発泡プラスチック材料をクラス
HF-1、HF-2又はHBFに分類する
ための燃焼性試験

項目名のみ。３版では参照項番が削除された。

A.7.1 A.7.1 サンプル ＝ ３版は、本項に２版A.7.2項を取り込み、又項目名が新設
された。

A.7.2 サンプルの前処理 ＝ ２版A.7.3項より移動、又項目名が新設された。
A.7.3 試験手順 ＝ ２版A.7.4項より移動、又項目名が新設された。
A.7.4 適合基準 ＝ ２版A.7.5項より移動、又項目名が新設された。
A.7.5 HF-2適合基準 ＝ ２版A.7.6項より移動、又項目名が新設された。適合条件

の項番が２版A.7.5項から３版A.7.4項に変更された。
A.7.6 HF-1適合基準 ＝ ２版A.7.7項より移動、又項目名が新設された。適合条件

の項番が２版A.7.5項から３版A.7.4項に変更された。
A.7.7 HBF適合基準 ＝ ２版A.7.8項より移動、又項目名が新設された。参照項番

が２版Ａ.7.5項から３版A.7.4項に変更された。
A.7.8 HF-1、HF-2の許容される再試験 ＝ ２版A.7.10項より移動、又項目名が新設された。参照項

番が２版A.7.4項、A.7.5項、A.7.6項から３版A.7.5項、A.7.6
項、A.7.7項に各々変更された。

A.7.9 A.7.9 HBFの許容される再試験 ＝ 項目名の新設のみ。要求事項の項番が２版A.7.8項から３
版A.7.7項に変更された。

A.7.2 ＝ ３版A.7.1項に含まれた。
A.7.3 ＝ ３版A.7.2項へ移動。
A.7.4 ＝ ３版A.7.3項へ移動。
A.7.5 ＝ ３版A.7.4項へ移動。
A.7.6 ＝ ３版A.7.5項へ移動。
A.7.7 ＝ ３版A.7.6項へ移動。
A.7.8 ＝ ３版A.7.7項へ移動。
A.7.10 ＝ ３版A.7.8項へ移動。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
A.8 材料をクラスHBに分類する

ための燃焼性試験
A.8 材料をクラスHBに分類するため

の燃焼性試験
項目名のみ。３版では参照項番が削除された。

A.8.1 A.8.1 サンプル ＝ ３版は、本項に２版A.8.2項を取り込み、又項目名が新設
された。

A.8.2 サンプルの前処理 ＝ ２版A.8.3項より移動、又項目名が新設された。
A.8.3 サンプルの取付け ＝ ２版A.8.4項より移動、又項目名が新設された。
A.8.4 試験手順 ＝ ２版A.8.5項より移動、又項目名が新設された。
A.8.5 適合基準 ＝ ２版A.8.6項より移動、又項目名が新設された。
A.8.6 許容される再試験 ＝ ２版A.8.7項より移動、又項目名が新設された。

A.8.2 ＝ ３版A.8.1項に含まれた。
A.8.3 ＝ ３版A.8.2項へ移動。
A.8.4 ＝ ３版A.8.3項へ移動。
A.8.5 ＝ ３版A.8.4項へ移動。
A.8.6 ＝ ３版A.8.5項へ移動。
A.8.7 ＝ ３版A.8.6項へ移動。
A.9 材料をクラス5Vに分類する

ための燃焼性試験
A.9 材料をクラス5Vに分類するため

の燃焼性試験
項目名のみ。３版では参照項番が削除された。

A.9.1 A.9.1 サンプル ＝ ３版は、本項に２版A.9.2項を取り込み、又項目名が新設
された。参照項番が２版A.9.5項、A.9.6項から３版A.9.4
項、A.9.5項に各々変更。

A.9.2 サンプルの前処理 ＝ ２版A.9.3項より移動、又項目名が新設された。参照項番
が２版5.1項から３版4.5.1項に変更。

A.9.3 試験炎 ＝ ２版A.9.4項より移動、又項目名が新設された。
A.9.4 試験方法、試験バー ＝ ２版A.9.5項より移動、又項目名が新設された。適合基準

が２版A.9.7項から３版A.9.6項に、試験片の試験が２版
A.9.6項から３版A.9.5項に各々変更。

A.9.5 試験方法、試験片 ＝ ２版A.9.6項より移動、又項目名が新設された。適合基準
の項番が２版A.9.7項から３版A.9.6項に変更。

A.9.2 ＝ ３版A.9.1項に含まれた。
A.9.3 ＝ ３版A.9.2項へ移動。
A.9.4 ＝ ３版A.9.3項へ移動。
A.9.5 ＝ ３版A.9.4項へ移動。
A.9.6 ＝ ３版A.9.5項へ移動。

A.9.6 適合基準 ＝ ２版A.9.7項の適合基準を本項で定義する。
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IEC60950第２版（修正A4までを含む） IEC60950第３版 相違 注　　記
項番 項目名 項番 項目名
A.9.7 A.9.7 許容される再試験 ＝ 再試験方法及び図A.4のみ本項で定義し、適合基準は３版

A.9.6で定義する。
A.10 応力ゆるみ試験 ＝ ２版4.2.6項の試験方法のみ本項で定義し、基本的な要求

は、３版4.2.7項で定義する。

附属書B 異常条件下の電動機試験 附属書B 異常条件下の電動機試験 参照項番が２版4.4.5.2項､5.4.2項から３版4.7.2.2項､5.3.2項
に変更。

B.1 通則 B.1 一般要求事項 ＝ 項目名変更。
B.2 試験条件 B.2 試験条件 ＝ 巻線温度測定の参照項番が２版1.4.8項から３版1.4.13項に

変更。　温度保護装置を持たない場合の試験の参照項番
が２版5.1項から３版4.5.1項に変更。

B.3 最高温度 B.3 最高温度 ＝
B.4 過負荷運転試験 B.4 過負荷運転試験 ＝
B.5 回転子拘束試験 B.5 回転子拘束試験 ＝ 温度限度値に関する参照項番が２版5.1項から３版4.5.1項

に変更。　耐圧試験の参照項番が２版5.3.2項から３版
5.2.2項に変更。

B.6 二次回路直流電動機の過負
荷運転試験

B.6 二次回路直流電動機の過負荷運
転試験

＝

B.7 二次回路直流電動機の回転
子拘束試験

B.7 二次回路直流電動機の回転子拘
束試験

＝ ２版のB.7.1項より移動。

B.7.1 ＝ ３版B.7項,B.7.3に分割され移動。
B.7.1 試験手順 ＝ ２版B.7.2項から移動。　項目名を追加。

B.7.2 ＝ ３版B.7.1項へ移動。
B.7.2 代替試験手順 ＝ ２版B.7.3項から移動。　項目名を追加。

B.7.3 ＝ ３版B.7.2項へ移動。
B.7.3 耐電圧試験 ＝ ２版7.1項の内容の耐圧試験の部分が３版7.3項へ移動。

耐圧試験の参照項番が２版5.3.2項から３版5.2.2項に変
更。

B.8 コンデンサを有する電動機
の試験

B.8 コンデンサを有する電動機の試
験

＝

B.9 三相電動機の試験 B.9 三相電動機の試験 ＝
B.10 直巻電動機の試験 B.10 直巻電動機の試験 ＝
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項番 項目名 項番 項目名
附属書C 変圧器（規準） 附属書C 変圧器(規準） △ 参照項番が２版1.5.3項から３版1.5.4項､5.3.3項に変更。

項目名のみに変更。内容は注(動作電圧の参照項番）が削
除され３版C.1項に移動。

C.1 過負荷試験 C.1 過負荷試験 △ ｽｲｯﾁﾝｸﾞ電源に対する要求事項が追加。ｽｲｯﾁﾝｸﾞ電源の場
合は電源の出力の位置で過負荷試験を行う事ができるよ
うになった。　鉄共振変圧器の場合の二次側負過の条件
が削除され、最大加熱効果を与える負荷の例として、付
属書Xを参照する旨が追加された。

C.2 絶縁 C.2 絶縁 ＝ 絶縁の参照項番が２版2.2.6項から３版2.9.5項に､関連要求
事項が２版2.9項から３版2.10項に､関連試験が２版5.3.2項
から３版5.2.2項に変更。

附属書D 接地漏洩電流試験用測定器 附属書D 接地漏洩電流試験用測定器 △ 参照項番が5.2.2項と附属書G.2から5.1.4項に変更。　測定
器については３版D.1へ移動。

D.1 測定器 ＝ ２版附属書Dから移動。　周波数補正に関する説明を追
加。

D.2 代替試験測定器 ○ 漏洩電流の代替試験測定器に関する項目を新規に追加。

附属書E 巻線の温度上昇 附属書E 巻線の温度上昇 = 参照項番が1.4.8項,5.1項から1.4.13項,4.5.1項に変更。

附属書F 沿面距離及び空間距離の測
定

附属書F 沿面距離及び空間距離の測定 ＝ 参照項番が２版2.9項から３版2.10項に変更。

図F.1   狭い溝 図F.1   狭い溝 ＝
図F.2   広い溝 図F.2   広い溝 ＝
図F.3  V形溝 図F.3  V形溝 ＝
図F.4  リブ 図F.4  リブ ＝
図F.5  狭い溝のある非接着接
合部

図F.5  狭い溝のある非接着接合
部

＝

図F.6  広い溝のある非接着接
合部

図F.6  広い溝のある非接着接合
部

＝

図F.7  狭い溝と広い溝のある
非接着接合部

図F.7  狭い溝と広い溝のある非
接着接合部

＝

図F.11  狭いくぼみ 図F.8  狭いくぼみ ○ ２版にはなく、３版で追加された。
図F.11  広いくぼみ 図F.9  広いくぼみ ＝ ２版のF.11が３版のF.9に図番変更。
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項番 項目名 項番 項目名

図F.12  端子まわりのコー
ティング

図F.10  コーティングした端子 ＝ ２版のF.12が３版のF.10に図番変更。

図F.13  コーティングしたプ
リント板

図F.11  コーティングしたプリン
ト板

＝ ２版のF.13が３版のF.11に図番変更。

図F.14   絶縁材料のエンク
ロージャー内における測定

図F.12   絶縁材料のエンクロー
ジャ内における測定例

＝ ２版のF.14が３版のF.12に図番変更。

図F.15   非接続導電部の介在 図F.13   非接続導電部の介在 ＝ ２版のF.15が３版のF.13に図番変更。

附属書G ＩT電源ｼｽﾃﾑに直接接続さ
れる予定の機器に関する接
地漏洩電流（規準）

× ３版5.1.3項に「ＩＴ電源システムに接続する機器は、Ｉ
Ｔ配電システムに対応させて試験を行う。（ＩＥＣ６０
９９０の図９、図１０及び図１２参照）。」と記述さ
れ、３版から削除された。

G.1 概要 ×
G.2 要求事項 ×
G.3 単相機器 ×
G.3.1 ×
G.3.2 ×
G.4 三相機器 ×
G.4.1 ×
G.4.2 ×
G.4.3 ×
G.5 接地漏洩電流が3.5mAを超え

る機器
×

附属書G 最小空間距離を決める代替手段 ○ 過渡電圧から要求耐電圧、最小空間距離の順に求める手
段を規定。

G.1 最小空間距離を決定するための
手順の要約

○ 上記手順の要約。

G.2 商用電源の過渡電圧の決定 ○ 過電圧区分と公称商用電源電圧から過渡電圧を求める方
法を規定。

G.3 通信回線網の過渡電圧の決定 ○ 通信回線網の過渡電圧を求める方法を規定。
G.4 要求耐電圧の決定 ○ 過渡電圧から要求耐電圧を求める方法を規定。
G.5 要求過渡電圧値の決定 ○ ｲﾝﾊﾟﾙｽ発生器による過渡電圧の測定方法を規定（一部の

内容は２版の2.9.1項,2.9.2項にあり）。
G.6 最小空間距離の決定 ○ 要求耐電圧から最小空間距離を求める方法を規定。
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項番 項目名 項番 項目名

附属書H 電離性放射線 附属書H 電離性放射線 =

附属書J 電気化学的ポテンシャル表 附属書J 電気化学的ポテンシャル表 = 参照項番が２版2.5.10項から３版2.6.5.6項へ変更。

附属書K 温度制御装置 附属書K 温度制御装置 = 参照項番が２版1.5.2項から３版2.6.5.6項へ変更。
K.1 K.1 開閉容量 = 参照項番が２版5.3.2項から３版5.2.2項へ変更。
K.2 K.2 サーモスタット信頼性 =
K.3 K.3 サーモスタット耐久テスト =
K.4 K.4 サーモスタット制限器耐久テス =
K.5 K.5 温度過昇防止器信頼性 = 参照項番が２版5.1項から３版4.5.1項へ変更。
K.6 K.6 動作の安定性 = 参照項番が２版5.4項から３版5.3項へ変更。

附属書L 事務機器の通常負荷条件の
例

附属書L 事務機器の通常負荷条件の例 = 参照項番が２版1.2.2.1項及び5.1項から３版1.2.2.1項及び
4.5.1項へ変更。

L.1 タイプライタ = ３版で項番新設。
L.2 加算器，キャシュレジスタ = ３版で項番新設。
L.3 電動消しゴム = ３版で項番新設。
L.4 鉛筆削り器 = ３版で項番新設。
L.5 謄写機及び複写機 = ３版で項番新設。
L.6 電動ファイルシステム = ３版で項番新設。
L.7 その他の事務機 = ３版で項番新設。

附属書Ｍ 電話呼出音に関する判断基
準

附属書Ｍ 電話呼出音に関する判断基準 参照項の違いのみ。　２版では6.2.1.1, ３版では2.3.1。

M.1 序 M.1 序 △ 方法A,B以外の場合の対処が削除。
M.2 方法Ａ M.2 方法Ａ ＝
M.3 方法Ｂ M.3 方法Ｂ ＝
M.3.1 呼出音信号 M.3.1 呼出音信号 項目名のみ。
M.3.1.1 M.3.1.1 周波数 ＝ 項目名追加。
M.3.1.2 M.3.1.2 電圧 ＝ 項目名追加。
M.3.1.3 M.3.1.3 旋律 項目名追加。

M.3.1.4 単一故障電流 △ ２版M.3.3全般より移動。判定電流値が変更された。
M.3.2 遮断装置および監視信号電

圧
M.3.2 遮断装置および監視信号電圧 項目名のみ。
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項番 項目名 項番 項目名
M.3.2.1 遮断装置又は監視信号電圧

使用条件
M.3.2.1 遮断装置又は監視信号電圧使用

条件
＝

M.3.2.2 遮断装置 M.3.2.2 遮断装置 ＝
M.3.2.3 監視信号電圧 M.3.2.3 監視信号電圧 ＝
M.3.3 故障状態 × 内容的には３版M.3.1.4へ移動。
M.3.3.1 × 内容的には３版M.3.1.4へ移動。
M.3.3.2 × 内容的には３版M.3.1.4へ移動。

附属書N インパルス発生器 附属書N インパルス発生器 = ３版の表N1の参照項目にG.5項が追加。

附属書P 引用規格 附属書P 引用規格 △ 追加削除あり。

附属書Q 関連規格 附属書Q 関連規格 △ 追加削除あり。

附属書R 品質管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに対する要
求事項の例

附属書R 品質管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに対する要求事
項の例

＝ 「空間距離及び部品の端子部の距離」に関する検討中の
記載削除。

R1 ｺ-ﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾘﾝﾄ基板の最小絶縁
距離

R1 ｺ-ﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾘﾝﾄ基板の最小絶縁距
離

＝ 「熱劣化および温度サイクル試験」の年１回実施を勧め
る記述が追加された。

R2 空間距離の緩和 R2 空間距離の緩和 ＝

附属書S インパルス試験法 附属書S インパルス試験手順 ＝ 項番のみ。
S1 試験機器 S1 試験機器 ＝
S2 試験手順 S2 試験手順 ＝
S3 インパルス試験中の波形の

例
S3 インパルス試験中の波形の例 ＝

附属書T 水の侵入防止の指針 附属書T 水の侵入防止の指針 ＝

附属書U 介在絶縁物なしで使用する
絶縁巻線ﾜｲﾔ

附属書U 介在絶縁物なしで使用する絶縁
巻線

＝

U.1 電線の構造 U.1 電線の構造 ＝ 表現方法を変更。内容は同等。
U.2 型式試験 U.2 型式試験 ＝ 項目名変更。U.2.5を削除。
U.2.1 耐電圧 U.2.1 耐電圧 △ 試験電圧が２版の2倍に増加。
U.2.2 密着性及び可撓性 U.2.2 密着性及び可撓性 ＝
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項番 項目名 項番 項目名
U.2.3 熱衝撃 U.2.3 熱衝撃 ＝ 試験時電圧の明示。耐熱クラス毎のオーブン温度（表

U.2)を明示。
U.2.4 屈曲後の耐電圧保持 U.2.4 屈曲後の耐電圧保持 ＝ 試験手順の明示。　参照先規格IEC60851-5第３版より試

験方法が削除されたために、本規格上で試験手順を記述
した。

U.3 ルーチン試験 U.3 製造中の試験 ＝
U.3.1 受け渡し試験 U.3.1 ルーチン試験 ＝
U.3.2 抜取試験 U.3.2 抜取試験 ＝

附属書V SELV回路とTNV回路の定義
の違い

＝ ３版の1.2.8.9項へ移動。

附属書V AC電源供給システム ＝ ２版の1.2.12より移動。項目名のみ。
V.1 序論 △ 概論や各コードの意味を説明。
V.2 TN電源システム △ ２版の1.2.12.1より移動。図を増やし説明強化。
V.3 TT電源システム △ ２版の1.2.12.2より移動。図を増やし説明強化。
V.4 IT電源システム △ ２版の1.2.12.3より移動。図を増やし説明強化。

附属書W タッチカレントの合算
W.1 電子回路の接触電流 ○ この附属書での前提条件の説明。
W.1.1 フローティング回路 ○ フローティング回路で生じる電流の説明。
W.1.2 アースした回路 ○ アースした回路で生じる電流の説明。
W.2 複数回路の内部接続 ○ スター接続時に生じる危険性の説明。
W.2.1 絶縁 ○ W.2の危険を絶縁で回避する考え方の説明。
W.2.2 共通戻り線ーアースからの絶縁 ○ W.2の危険をアースからの絶縁で回避する考え方の説明。
W.2.3 共通戻り線ー保護アースへの絶 ○ W.2の危険を保護アースで回避する考え方の説明。

附属書X トランス試験の最大温度影響 ○ C.1との関連の説明。
X.1 最大入力電流の決定 ○ 定格負荷時の電流測定方法。
X.2 過負荷試験手順 ○ 具体的な試験条件の設定方法について。
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